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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

売上高（千円） － 6,623,601 6,584,547 7,007,580 －

経常利益（千円） － 554,946 726,026 798,367 －

当期純利益（千円） － 88,094 506,583 426,516 －

純資産額（千円） － 4,811,837 5,351,075 5,652,243 －

総資産額（千円） － 7,820,524 8,463,098 8,965,119 －

１株当たり純資産額（円） － 892.48 974.75 1,027.73 －

１株当たり当期純利益（円） － 16.34 93.12 77.75 －

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円）
－ － 91.26 － －

自己資本比率（％） － 61.5 63.2 62.9 －

自己資本利益率（％） － 1.8 10.0 7.8 －

株価収益率（倍） － 43.27 8.85 7.72 －

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
－ 1,183,700 90,628 896,030 －

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
－ △57,776 △216,684 △113,012 －

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
－ △550,977 △135,863 △274,208 －

現金及び現金同等物の期末残

高（千円）
－ 2,184,421 1,925,604 2,434,992 －

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（人）

－

(－)

264

(61)

276

(9)

326

(16)

－

(－)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第49期から第51期まで連結財務諸表を作成しておりましたが、第48期及び第52期は連結財務諸表を作成して

いないため記載しておりません。

３．第49期及び第51期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

４．第50期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

売上高（千円） 8,503,906 6,596,987 6,382,983 6,356,477 6,158,726

経常利益（千円） 1,088,174 599,977 763,921 697,061 531,897

当期純利益（千円） 631,729 129,056 541,016 335,155 150,271

持分法を適用した場合の投資

損失（千円）
－ － － － 69,016

資本金（千円） 924,690 924,690 963,230 963,230 963,230

発行済株式総数（株） 5,397,490 5,397,490 5,491,490 5,491,490 5,491,490

純資産額（千円） 4,770,590 4,851,266 5,415,442 5,610,291 5,642,079

総資産額（千円） 9,235,449 7,792,823 8,448,019 8,683,530 7,679,494

１株当たり純資産額（円） 884.66 899.79 987.23 1,022.76 1,033.17

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）

（円）

10.00

(－)

10.00

(－)

17.00

(－)

17.00

(7.5)

17.00

(8.5)

１株当たり当期純利益（円） 117.11 23.94 99.45 61.10 27.44

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円）
116.23 － 97.46 － －

自己資本比率（％） 51.7 62.3 64.1 64.6 73.5

自己資本利益率（％） 14.1 2.7 10.5 6.1 2.7

株価収益率（倍） 6.52 29.53 8.29 9.82 15.63

配当性向（％） 8.5 41.8 17.1 27.8 62.0

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
500,141 － － － 843,873

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
△102,439 － － － △1,147,160

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
△568,883 － － － △276,889

現金及び現金同等物の期末残

高（千円）
1,529,465 － － 2,415,158 1,834,982

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（人）

223

(194)

221

(61)

225

(9)

219

(16)

229

(22)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第49期、第51期及び第52期は希薄化効果を有する潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

３．第49期から第51期までの「持分法を適用した場合の投資損失」については、連結財務諸表を作成しているた

め記載しておりません。

　なお、第48期は重要な関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．第49期から第51期まで連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動に

よるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載して

おりません。

５．第50期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。
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２【沿革】

年月 事項

昭和31年10月 奈良県大和高田市旭南町に資本金 800千円をもって、㈱髙鳥機械製作所を設立。

繊維機械の製造・販売を開始。

昭和39年５月 商号を㈱タカトリ機械製作所に変更、奈良県大和高田市旭南町に新社屋竣工。（平成18年４月売却）

昭和43年３月 奈良県橿原市新堂町に橿原工場（現 本社工場）を新設。

昭和43年５月 ツマ先自動縫製機トウクローザーを開発。

昭和47年３月 股上自動縫製機ラインクローザーを開発。

昭和47年４月 大阪支店（大阪市東区）を開設。（平成３年６月廃止）

昭和47年５月 海外代理店と契約を行い、本格的輸出を開始。

昭和48年３月 東京営業所（東京都中央区）を開設。（昭和50年３月廃止）

昭和48年５月 関連会社広栄商事㈱を設立。（後にタカトリ機工㈱に商号変更）

昭和53年２月 関連会社㈱タカトリサービスセンターを設立。

昭和53年６月 東京重機工業㈱（現ＪＵＫＩ㈱）と「ポケット口自動縫製機」の製造販売で技術提携を行い、アパ

レル機器分野に進出。（平成18年３月技術提携解消）

昭和58年10月 半導体機器分野に進出。

昭和60年９月 関連会社㈱タカトリハイテック、子会社㈱タカトリセイコーを設立。

昭和60年９月 東京営業所（東京都調布市）を開設。

昭和61年６月 全自動ウエハー表面保護テープ貼り機・剥し機であるＡＴＭ・ＡＴＲＭを開発。

昭和61年10月 商号を㈱タカトリに変更。

昭和61年12月 米国デラウエア州に子会社タカトリインテックコーポレーションを設立。（平成３年９月解散）

昭和62年７月 奈良県ハイテク工場団地協同組合（現 代表理事　北村吉郎）を設立。

昭和63年11月 東京営業所を埼玉県大宮市に移転。

昭和63年12月 橿原新工場竣工（現 本社工場）。

平成元年３月 アパレル自動裁断システムＴＡＣを開発。

平成元年４月 液晶機器であるＴＡＢ圧着機を開発。

平成２年４月 ＭＷＳ（マルチワイヤーソー）を開発。

平成２年７月 橿原事業所新社屋竣工（現 本社）。

平成３年８月 液晶モジュールの組立開始。（平成17年３月液晶モジュール組立事業廃止）

平成４年２月 ㈱タカトリハイテック、㈱タカトリセイコーを吸収合併。

平成５年１月 タカトリ機工㈱、㈱タカトリサービスセンターを吸収合併。

平成５年９月 第三者割当増資を実施、資本金 663百万円となる。

平成６年１月 本社を奈良県橿原市新堂町に移転。

平成８年４月 九州営業所（熊本県菊池郡）を開設。（平成19年８月熊本県合志市に移転）

平成10年３月 本社工場増築竣工。

平成11年12月 液晶機器事業部門を本社及び本社工場から高田工場に移転。（平成14年４月本社及び本社工場に移

転）

平成12年４月 大阪証券取引所新市場部上場。一般募集による増資により、資本金924百万円となる。

平成12年４月 台湾に子会社台湾髙鳥股?有限公司を設立。（平成15年７月解散）

平成12年10月 東京営業所を東京支店に昇格。

平成13年５月 東京支店を東京都中央区に移転。（平成14年４月廃止）

平成13年５月 上海駐在員事務所を開設。（平成14年５月閉鎖）

平成13年10月 大阪証券取引所市場第二部に指定。

平成16年４月 中国・上海市に上海高鳥機電科技有限公司を設立。（平成19年７月より子会社から関連会社とな

る）

平成17年10月 設立50周年を期に企業理念改訂。 

平成18年１月 戦略的コア技術として「７つのコア技術」を明確化、技術開発スローガンの設定。

平成20年２月 株式会社エムテーシーの株式を取得し（出資比率34.6％）関連会社化し、業務提携を開始。

平成20年４月 ウインテスト株式会社の第三者割当増資を引受け（出資比率43.7％）関連会社化し、業務提携を開

始。
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社と関連会社３社より構成されており、電子機器及び繊維機器の開発、製造、販売を主たる業務と

しております。

　当社の事業内容及び当社の当該事業に関わる位置付けは次のとおりであります。

（1）電子機器事業…　主要な製品は、液晶製造機器、半導体製造機器、マルチワイヤーソーで、当社が製造、販売を

行っております。平成20年２月12日より株式会社エムテーシー（事業内容：半導体製造装置

並びに計測装置の製造及び販売）が関連会社となり、今後技術の共同研究、製品の共同開発、

製造の委託、人材の相互交流等を行ってまいります。また、平成20年４月７日よりウインテス

ト株式会社（事業内容：フラットパネルディスプレイ及び撮像素子の検査装置の開発、設

計、販売）が関連会社となり、今後事業協働戦略の策定、ノウハウの相互提供及び活用、人事

交流等を行ってまいります。

（2）繊維機器事業…　主要な製品は、自動裁断機、自動縫製機で、当社が製造、販売するほか、中国でのアパレル自動

裁断システムの製造、販売は関連会社の上海高鳥機電科技有限公司（以下「上海高鳥」とい

う。）が行っております。

※なお、上海高鳥につきましては「第５経理の状況　２財務諸表等　（1）財務諸表　注記事項

（持分法損益等）に記載しておりますとおり、現在仲裁申立中であります。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

（関連会社）

上海高鳥機電科技有

限公司

上海市閔行区 2,000千米ドル 繊維機器事業 47.25

・製品、材料等の

販売

・技術支援に伴う

ロイヤリティー

の受取り

・役員の兼任２名

（関連会社）

㈱エムテーシー

埼玉県さいたま

市大宮区
235百万円　 電子機器事業 34.67

・技術の共同研究

製品の共同開発

・製造の委託

・人材の相互交流

等

・役員の兼任１名

（関連会社）

ウインテスト㈱

神奈川県横浜市

西区
997百万円　 電子機器事業 43.79

・事業協働戦略の

策定

・ノウハウ相互提

供及び活用

・人事交流

・役員１名

１．上海高鳥機電科技有限公司は、前々期末において資本金1,050千米ドル、議決権の所有割合90％でありましたが、

第三者割当増資を行ったため、平成19年７月17日をもって資本金2,000千米ドル、議決権の所有割合47.25％とな

り、連結子会社から関連会社となりました。

２．㈱エムテーシーは、平成20年２月12日付で、株式を取得したことにより関連会社となりました。

３．ウインテスト㈱は、平成20年４月７日付で、第三者割当増資の引受により関連会社となりました。

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）

229（22) 　39歳０ヶ月 　14年１ヶ月 5,896,681

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当社が関わる液晶・半導体・電子部品業界においては、ＰＣ、メモリーカード、携帯電話などの需要が低調で、設備

投資も抑制されており、関連装置メーカーの事業環境は厳しい状況で推移いたしました。

　このような業界動向のもと、当社の売上高は、前年同期に比べＭＷＳ（マルチワイヤーソー）事業が好調に推移し

ましたが、液晶機器事業、半導体機器事業及び繊維機器事業が低調に推移した結果、当初見込みを下回る結果となり

ました。利益面についても、研究開発費が高付加価値製品への開発強化を遂行したことで前期に比べ増加したこと

や関係会社株式の投資損失引当金を計上したことにより、当初の見込みを下回り低調に推移いたしました。有利子

負債については、借入金を完済することができました。

　その結果、当事業年度の売上高は61億58百万円（前年同期比3.1％減）となり、営業利益は５億18百万円（前年同期

比24.2％減）、経常利益は５億31百万円（前年同期比23.7％減）、当期純利益は１億50百万円（前年同期比55.2％

減）となりました。

　事業部門別の状況につきましては以下のとおりであります。

［電子機器事業］

売上高は57億68百万円となりました。

事業の概況は次のとおりであります。

①　液晶機器事業

　大型液晶ＴＶ業界においては、継続的なパネル価格の下落や販売台数が予想を下回ったことから、全体的に

設備投資を抑える傾向が見られましたが、国内ではバックライト組立工程の自動化設備や圧着検査装置の販

売、海外では携帯電話用小型パネルの実装に関する設備とタッチパネル貼り合わせ装置を販売いたしまし

た。

　このような状況下、当社コア技術を採用した新規設備の受注実績を得たものの、上記影響により売上高は低

調に推移いたしました。

②　半導体機器事業

　半導体市場においては、各デバイスメーカーの設備投資引き締めの影響を受け、各種メモリー需要の減少に

引き続き、その他の半導体用途に対する装置の需要も影響を受け始め、国内の販売は減少傾向で推移いたし

ました。しかし、アジアや米国などから新規技術用途に対する販売は増加いたしました。

　このような状況下、メモリー関連以外の部分の販売が下支えしたものの、上記影響により売上高は低調に推

移いたしました。

③　ＭＷＳ（マルチワイヤーソー）事業

　マルチワイヤーソーの主要ユーザーである電子部品業界においては、サファイアなどＬＥＤ基板向けの需

要が国内外において堅調に推移し、水晶業界向けの需要も安定して推移いたしました。また、国内において

は、磁性材料など環境対応部品向けの需要が拡大し、当初見込みの売上高の水準を上回る結果となりました。

　このような状況下、売上高は好調に推移いたしました。

［繊維機器事業］

売上高は３億90百万円となりました。

　アパレル自動縫製機の一部機種であるハンドステッチマシン（機種名：ＨＭ-1200）はヨーロッパ向けの販売が

好調に推移いたしましたが、暖冬・物価上昇などによる衣料品の小売不振の影響を受けたアパレル業界において

は、新規設備投資及び老朽化設備の更新需要が鈍化し、ＴＡＣシリーズ（アパレル自動裁断システム）の販売は

低調に推移いたしました。

　このような状況下、売上高は低調に推移いたしました。

(注）事業部門別の状況につきましては、当事業年度より非連結となり、前事業年度は連結の記載であったため前年同

期比の記載を省略しております。
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(2）キャッシュ・フロー

　キャッシュ・フローについては、当事業年度末の現金及び現金同等物は、18億34百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、売上債権の減少が８億43百万円、税引前当期純利益が４億22百

万円でしたが、仕入債務の減少が７億23百万円あったこと等により、８億43百万円のキャッシュ・インとなりま

した。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、関係会社株式の取得による10億91百万円の支出をしたこと等

により、11億47百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、長期借入金を１億65百万円返済したことと、配当金の支払によ

る98百万円の支出をしたこと等により、２億76百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

　（注）当事業年度より非連結となり、前事業年度は連結の記載であったため前年同期比の記載を省略しております。

EDINET提出書類

株式会社タカトリ(E01715)

有価証券報告書

 8/87



２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当事業年度の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％）

電子機器事業 5,360,463 －

繊維機器事業 466,969 －

合計 5,827,432 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当事業年度より非連結となり、前事業年度は連結の記載であったため前年同期比の記載を省略しておりま

す。

(2）受注状況

　当事業年度における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

電子機器事業 4,380,255 － 1,425,088 －

繊維機器事業 508,003 － 237,151 －

合計 4,888,259 － 1,662,240 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当事業年度より非連結となり、前事業年度は連結の記載であったため前年同期比の記載を省略しておりま

す。
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(3）販売実績

　当事業年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％）

電子機器事業 5,768,007 －

繊維機器事業 390,719 －

合計 6,158,726 －

　（注）１．当事業年度の主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、当該割合が

10％未満であるため記載を省略しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当事業年度より非連結となり、前事業年度は連結の記載であったため前年同期比の記載を省略しておりま

す。

４．当事業年度の主要な輸出先及び輸出販売高及び構成比は、次のとおりであります。なお、（　）内は総販売実

績に対する輸出販売高の割合であります。

輸出先

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

金額（千円） 構成比（％）

アジア・オセアニア 2,558,717 84.3

北米 312,730 10.3

欧州 163,780 5.4

その他の地域 1,055 0.0

合計
3,036,283

（49.3％）
100.0
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３【対処すべき課題】

Ⅰ．対処すべき課題の内容等

　当社が関わる液晶・半導体・電子部品業界は、需要の低迷に加えて世界経済の減速に伴う先行き不透明感が一層

強まり、電子部品メーカーの設備投資抑制や凍結・延期が更に増すことが予想され、非常に厳しい市場環境になる

と考えられます。

　このような状況下、当社におきましては中長期計画の基本方針として今後も①更なる成長への投資 ②高付加価値

製品の開発の強化 ③業務効率の向上と内部管理体制の強化 ④リスク・マネジメントの強化 ⑤環境対応の強化を

重要な基本方針として引き続き推進し、確固たる企業基盤を築き、当社の経営ビジョンであります「信頼されるタ

カトリ」を目指してまいります。

　また、当社の戦略的技術「７つのコア技術（貼付、剥離、制御・情報処理、クリーン、カッティング、搬送・駆動、真

空）」を更に強化し、技術開発スローガン「Global Innovation“Plus One”」のもと、「製品の独自性」や「製品の強

さを極める」ことに注力し、現状事業の付加価値を高めるとともに、「７つのコア技術」をベースに ①有望事業機

会と結びついた重点強化技術の開発 ②強い技術の他製品への水平展開 ③他社との技術提携及び関連会社とのコ

ア技術融合強化 ④既存製品の進化 などに積極的に取り組んでまいります。

　来期におきましては、これまでにない世界経済の減速による市場環境の更なる悪化等により業績は極めて厳しい

状況になると考えております。

　当社といたしましては、全社を挙げた受注獲得、徹底したコスト削減等を行い、業績の回復に最大限努力してまい

ります。

Ⅱ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について

Ａ 基本方針の内容

　当社は、昭和31年10月に創業し、繊維機械の製造・販売を開始しましたが、その後の経営環境の変化に対応すべ

く、当社独自の研究・開発力を生かして、繊維機器事業に加えて、電子機器事業（液晶機器事業・半導体機器事業

・ＭＷＳ（マルチワイヤーソー）事業）に展開を図り、現在に至っております。

　また、当社社是及び企業理念を前提として、各方針（経営ビジョン、経営方針、技術開発スローガン、コンプライ

アンス基本方針、環境基本方針、品質方針等）に従って、企業としての社会的責任を認識した上で、ステークホル

ダー（株主、従業員、取引先、債権者、地域社会）との信頼関係をより一層高めるよう努めますが、突然の当社株式

の大規模買付行為が発生した場合、当社株式等に対する大規模買付行為を受け入れるか否か、大規模買付者へ経

営を委ねることなどのご判断は、最終的には株主の皆様のご意思に委ねるべきだと考えております。しかし当社

に回復し難い損害をもたらすおそれがあるものも含まれるため、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、当

社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための枠組みが必要であると考えております。

 《当社の社是》

  「創造と開拓」

 《当社の企業理念》

 「世界に誇れる独自技術を製販一体となって構築し、最良の製品とサービスを提供し、人々の暮らしを豊か

にする」

 １．企業は『社会の公器』であることをまず認識し、社会と全ての協力者との相互繁栄を期そう

 ２．物事の判断・実行は、お客様とタカトリのメリット・デメリットを十分検討したうえで進めよう

 ３．自分の意見は、会社組織の上下関係にとらわれずはっきり発言すると共に、何でも話し合える輪を

作ろう

《経営ビジョン》

「信頼されるタカトリ」

《経営方針》

　①更なる成長への投資

　②高付加価値製品の開発の強化

　③業務効率の向上と内部管理体制の強化

　④リスク・マネジメントの強化

　⑤環境対応の強化 

Ｂ 基本方針の実現に資する取組み

１．企業価値向上への取組み

当社の経営方針の実現に努めるため、以下の取り組みを行っております。

・ 更なる成長への投資及び高付加価値製品の開発の強化

　当社の戦略的コア技術である「７つのコア技術」（貼付、剥離、制御・情報処理、クリーン、カッティング、搬

送・駆動、真空）の各技術を更に強化し、技術開発スローガン「Global Innovation “Plus One”」の下、「製品

の独自性」や「製品の強さを極める」ことに注力し、現状事業の付加価値を高めるとともに、「７つのコア技

術」をベースに ①有望事業機会と結びついた重点強化技術の開発 ②強い技術の他製品への水平展開 ③他
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社との技術提携及び関連会社とのコア技術融合強化 ④既存製品の進化 などに積極的に取り組んでまいりま

す。

・ 内部管理体制の強化及び環境対応の強化

　会社法で定められた「株式会社の業務の適正を確保するための体制」を確立するため、内部統制システムの

構築を核に、リスク・マネジメントの強化による危機管理（危機防止）の浸透、コンプライアンスの周知徹底

等を推進いたします。

　今後も環境マネジメントシステムの継続的改善を推進し、地球環境保全に取り組んでまいります。

・ 目標とする経営指標

　ＲＯＥ(自己資本当期純利益率)10％以上、売上高総利益率の向上を掲げ、安定した収益体質の確立を目指して

おります。

２．コーポレートガバナンスの強化

　当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、法令を遵守し、経営の透明性を高め、取

締役会で活発な議論を行い、意思決定のスピードアップを図り、株主の利益が最大になるように統治しなけれ

ばならないと考えております。なお、現在２名の社外監査役を選任しておりますが、社外監査役も含めた監査

役全員が取締役会に出席することにより、取締役の業務執行や意思決定事項を客観的に監査・監視できる体

制をとるなど、経営監査機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。

Ｃ 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取り組み

　当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として平成19年11月14日開催の取締役会に

おいて、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定め、平成19年12月21

日の定時株主総会において不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

為の取り組みとして、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（大規模買付ルール）を導入することを株主の

皆様にご承認いただきました。詳細については以下のとおりです。

１．大規模買付ルールの概要

(1）目的

　当社は、証券取引所上場会社である以上、大規模買付行為に対する当社株式の売却の適否のご判断や、大規

模買付者に対して当社の経営を委ねること等の是非に関する最終的なご判断は、基本的には、個々の株主の

皆様のご意思に委ねられるべきものだと考えております。

　大規模買付行為の提案に応じるか否かのご判断を株主の皆様に適切に行って頂くためには、大規模買付者

から株主の皆様に適切な情報が提供されることが不可欠であるとともに、あわせて当社の経営を担う当社

取締役会の大規模買付行為に対する評価・意見・代替案を提供させて頂くことにより、株主の皆様が大規

模買付行為に応じるか否かを適切に判断することが可能になるものと考えております。

　当社取締役会は、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報と時間の確保を大規模買付者に対して求

め、当該大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様が適切にご判断されること、当社取締役会による当該

大規模買付行為に対する賛否の意見、または大規模買付者による大規模買付行為完了後の経営方針や事業

計画等に対する当社の代替案を株主の皆様に対してご提示させて頂くこと、或いは、株主の皆様のために大

規模買付者との交渉が場合によっては必要であるとの結論に至りました。このような考え方のもとで、当社

は大規模買付ルールの導入を決定いたしました。

　なお、現時点において、当社株式について具体的な大規模買付行為の兆候があるとの認識はございません。

　また、平成20年９月30日現在における当社の大株主の状況については、「第４　[提出会社の状況]　１　[株式

等の状況]（1）[株式の総数等]、（5）[大株主の状況]」のとおりです。

(2）手続の設定

　大規模買付ルールは、下記２.(1)に定義される当社株券等の20％以上の買付け若しくはこれに類似する行為

またはその提案が行われる場合に、大規模買付者に対し事前の情報提供を求める等、上記(1)の目的を実現す

るために必要な手続を定めております（詳細については下記「２．大規模買付ルールの内容」をご参照く

ださい。）。

(3) 対抗措置の発動

　買付者等が大規模買付ルールにおいて定められた手続に依らずに、当社株券等の買付け等を行う場合で、

当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあると判断せざるを得ない場合

等には、下記２.(4)①に定義される対抗措置を発動します。

　大規模買付ルールに従って、対抗措置として新株予約権の無償割当てが当社取締役会により決議された場

合、当該新株予約権の権利行使または当社による取得に伴って、買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交

付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は、最大２分の１まで希釈化される可能性がありま

す。

(4) 特別委員会の利用等

　大規模買付ルールに従った対抗措置の発動または不発動等の判断については、当社取締役会の恣意的判断

を排するため、独立性の高い社外者等から構成される特別委員会の客観的な判断を最大限尊重することと
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します。

 ２．大規模買付ルールの内容

(1) 対象となる大規模買付行為

　大規模買付行為とは、次のいずれかに該当する行為（ただし、当社取締役会が予め同意をした行為を除き

ます。）若しくはその可能性のある行為とし、当該行為を行う者を「大規模買付者」といいます。

① 当社が発行者である株券等（注1）に関する当社の特定の株主の株券等保有割合（注2）が20％以上と

なる当該株券等の買付けその他の取得（注3）

② 当社が発行者である株券等（注4）に関する当社の特定の株主の株券等所有割合（注5）とその特別関

係者（注6）の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得（注7）

③ 上記①または②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主

（複数である場合を含みます。以下本③において同じといたします。）との間で、当該他の株主が当該特

定の株主の共同保有者（注8）に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定の株主と当該

他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する

関係（注9）を樹立する行為（注10）（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該

他の株主の株券等保有割合の合計が20％以上となるような場合に限ります。）

 （注1） 金融商品取引法第27条の23第１項に定義される株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じと

します。

 （注2） 金融商品取引法第27条の23第４項に定義される株券等保有割合をいいます。以下同じとしますが、か

かる株券等保有割合の計算上、(i)同法第27条の２第７項に定義される特別関係者、並びに(ii)当社の特

定の株主との間で本件に係るアドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機

関並びに大規模買付者の公開買付代理人（以下「契約金融機関等」といいます。）は、当社の特定の

株主の共同保有者とみなします。また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、

当社が公表している直近の情報を参照することができるものとします。

 （注3） 売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14条の６

に規定される各取引を行うことを含みます。

 （注4） 金融商品取引法第27条の２第１項に定義される株券等をいいます。以下本②（２．大規模買付ルール

の内容　(1）対象となる大規模買付行為②）において同じとします。

 （注5） 金融商品取引法第27条の２第８項に定義される株券等所有割合をいいます。以下同じとします。なお、

かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照する

ことができるものとします。

 （注6） 金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる

者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定

める者を除きます。なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、当該特定の株主の特別関係者とみな

します。以下別段の定めがない限り同じとします。

 （注7） 買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第６条第２項に規定される有償の譲受けに

類するものを含みます。

 （注8） 金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいいます。以下同じとします。

 （注9） 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が

共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取

引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係等の形成や、当該大規模買付者及び当

該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。

 （注10）上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき合理的に行

うものとします。なお、当社取締役会は、当該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範

囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。

(2) 意向表明書の提出及び必要情報の提供要求

　大規模買付行為を開始または実行しようとする大規模買付者は、事前に当社取締役会に対し、大規模買付

ルールに従う旨の「意向表明書」をご提出して頂きます。なお、意向表明書には、大規模買付者の名称、住

所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示して頂きます。当社取

締役会は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、当社取締役会に対して当初提供して頂く「必要情

報提供要求書」を大規模買付者に交付します。必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性または大規模

買付行為の内容によって異なりますが、必要情報の一般的な項目としては下記のとおりです。

　なお、当社取締役会は、大規模買付者から受領した意向表明書や必要情報提供要求書に係る回答などを、速

やかに特別委員会に提供するものとします。特別委員会は、意向表明書や必要情報提供要求書に記載された

内容が不十分であり、追加的な情報提供が必要であると判断した場合には、回答期限を定めた上で、買付者

等に対して自らまたは当社取締役会を通じて必要情報を追加的に提出するよう書面にて求めることがあり

ます。
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　大規模買付者から意向表明書や必要情報提供要求書に係る回答並びに特別委員会からの要求により追加

的に提出された回答（以下、総称して「大規模買付情報」といいます。）を受領した場合、当社取締役会は、

特別委員会に諮問した上で、大規模買付情報の提供が完了した旨を証する書面を当該大規模買付者に交付

することとし、当該書面の交付後に、当該書面を交付した事実及びその交付日を開示します。また、当社取締

役会に提供された大規模買付情報について、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合

には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。

　なお、特別委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールに定められた手続に従うことなく買付等を開始し

たものと判断できる場合には、引き続き大規模買付情報の提出を求めて大規模買付者と協議・交渉等を行

うべき特段の事情がある場合を除いて、原則として、当社取締役会に対して対抗措置を発動することを勧告

し、当社取締役会は当該勧告を最大限に尊重して、対抗措置を発動する場合があります。

 （必要情報の項目）

① 大規模買付者及びそのグループ（共同保有者(*1)、特別関係者及び組合員その他の構成員（ファンドの

場合）を含む。）の詳細。（具体的名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、（国内）連絡先、資本構成、財務

内容等を含む。）

(*1) 金融商品取引法及び会社法で定義される共同保有者。

(*2) 大規模買付者及びそのグループが自然人である場合は、勤務先の住所及び電話番号、主たる職歴(勤務ないし

職務に従事した法人またはその他の団体の主たる業務及び住所、各職務の始期及び終期を含む)、年齢及び国

籍を記載。

② 大規模買付者及びそのグループそれぞれが保有する当社の全ての有価証券、過去180日間において大規

模買付者及びそのグループそれぞれが行った当社有価証券に係る全ての取引（取引の性質、価格、取引の

場所及び方法、取引の相手方を含む。）、及び当社有価証券に関して各開示者が締結した全ての契約、取決

め及び合意（口頭によるものを含み、また履行可能性の有無を問わない。）の内容。

③ 大規模買付行為の目的、方法及び内容。（買付けの対価及び対価の種類、買付時期、関連する取引の仕組

み、買付方法の適法性、二段階買付けの可能性と予定している場合の内容、買付けの実現可能性等を含

む。）

④ 買付等の価格の算定根拠。（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付けに係る一連

の取引により生じることが予想されるシナジーの額とその算定根拠、そのうち少数株主に対して分配さ

れるシナジーの額と算定根拠等を含む。）

⑤ 買付等の価格の算定にあたって第三者機関に意見等を聴取した場合は、当該第三者の名称、意見の概要

及び当該意見を踏まえて対価を決定するに至った具体的な経緯。

⑥ 買付等の資金の裏付け。（当該資金の提供者（実質的提供者を含む。）の具体的名称、調達方法、関連す

る取引の内容を含みます。）

⑦ 大規模買付行為完了後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策。

⑧ 大規模買付行為完了後における当社及び当社グループのお客様、取引先、従業員、地域関係者等への対

応方針並びに具体的施策。

⑨ 当社の有価証券を取得した後、第三者に譲渡すること等を目的とする場合は、当該第三者の概要(上記①

に準じた内容)及び大規模買付者及びそのグループとの関係、並びに当該第三者が当社有価証券を譲受け

る目的及び譲受け後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策と当社及び当

社グループのお客様、取引先、従業員、地域関係者等への対応方針並びに具体的施策。

⑩ 大規模買付行為に関し適用される可能性のある法令等に基づく規制事項、その他の法令等に基づく承

認または許認可等の取得可能性。

⑪ 大規模買付行為完了後の当社グループの経営において必要な許認可維持の可能性及び各種法令等の規

制遵守の可能性。

⑫ 大規模買付者及びそのグループの過去10年間における犯罪歴及び罪名、課された刑罰(または処分)の内

容及び関与した裁判所名、並びに同期間における司法・行政手続きにより、旧証券取引法、金融商品取引

法、旧商法、会社法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）ま

たは環境に関する法令（外国等におけるこれらに相当する法令を含む。）に違反する行為を認定し若し

くは違反する行為の差止めを命ずる判決、決定若しくは命令等を受け、またはそのような判決、決定若し

くは命令等を求める司法・行政手続きの対象とされたことがあるか否か、その他当社株主が意思決定を

行うに当たり重大な影響があるものと合理的に考えられる訴訟の当事者となったことがあるか否か、ま

たこれらに該当する場合において現に受けた若しくは求められた判決、決定または命令の内容。

⑬ 現在日本国または外国等において関与している重要な訴訟その他の係争の内容。

⑭ その他、特別委員会が合理的に必要と判断する情報。

(3) 大規模買付行為の内容の検討・大規模買付者との交渉及び代替案の検討

① 当社取締役会における評価検討

　当社取締役会は、大規模買付行為の評価検討の難易度に応じて、大規模買付者が当社取締役会に対して

大規模買付情報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社株券等の全
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ての買付けの場合には60日、その他の大規模買付行為の場合には90日を、当社取締役会による評価検討、

交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として確保さ

れるべきものと考えております。

　取締役会評価期間中、当社取締役会は特別委員会及び外部専門家等の助言・勧告等を得ながら、提供さ

れた大規模買付情報を十分に評価検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめ、適用ある法令等及び

証券取引所規則に基づいて適時適切に公表いたします。

　また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締

役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。この場合についても適用ある法令等及び証

券取引所規則に基づいて適時適切に公表いたします。

② 特別委員会の設置及び利用

　当社は、大規模買付ルールの具体的運用が適正に行われること、並びに当社の企業価値及び株主共同の

利益の確保・向上のために適切と考える方策を採る場合において、その判断の客観性、公正さ及び合理性

を担保するために、当社取締役会から独立した第三者機関として特別委員会を設置します。

　特別委員会は当社取締役会により設置され、委員は３名以上５名以内で構成されることとします。特別

委員の選任については、公正で合理的な判断を可能とするため、当社の業務執行を担う経営陣から独立し

ている社外監査役または、社外の有識者等（弁護士、公認会計士、実績ある企業経営者、学識経験者等また

はこれらに準ずる者を含みます。）の中から選任するものとします。なお、平成20年２月開催の取締役会

で特別委員として山田磯子氏、増田政章氏、川村真氏を選任いたしました。

　当社取締役会は、特別委員会の組成にあたり、下記の権限等を特別委員会に付与し、大規模買付者から提

供される情報が必要かつ十分であるか否か、大規模買付者が本対応策に定める手続きを遵守したか否か、

大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損するか否か及び対抗措置を採るか否

か等の検討及び判断について、取締役会の恣意性を排除するために、特別委員会に諮問することとしま

す。

（特別委員会の権限等）

1．取締役会決議に対して、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点から勧告等を行う

ものとする。

2．買付者に対し、前記(2)に定める意向表明書や必要情報提供要求書に係る回答の記載内容が不十分であると

判断した場合は、追加提出を求めることができる。

3．買付者から前記(2)に定める大規模買付情報が提出された場合、当社取締役会に対しても、意見及びその根

拠資料、代替案、その他適宜必要と判断する情報、資料等の提示を要求できる。

4．必要な情報収集を行うため、当社取締役、監査役、従業員、その他必要と判断する者の出席を当社取締役会

に要求し、意見または説明を求めることができる。

5．職務を遂行するにあたり、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認

会計士等)の助言を得ることができる。

　特別委員会は、当社取締役会から諮問を受けた事項について評価・検討し、特別委員会としての意見を

慎重にとりまとめ、当社取締役会に対して勧告します。また、特別委員会は、必要に応じその判断の客観

性、公正さ及び合理性を高めるために、当社の費用負担において当社取締役会から独立した第三者的立場

にある専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ることができるも

のとします。

　当社取締役会は、特別委員会による勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動または不発動等その他

必要な決議を行うものとします。

③ 株主に対する情報開示

　当社は、大規模買付者が出現した事実、大規模買付者から意向表明書が提出された事実、特別委員会によ

る評価・検討が開始された事実、当社取締役会が特別委員会に代替案を提示した事実及び必要情報の概

要その他の情報のうち、当社取締役会及び特別委員会等が、適切と判断する事項について、適切であると

判断する時点で株主の皆様に対する情報開示を行うものといたします。

(4) 大規模買付行為がなされた場合の対応方針

① 大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続きを遵守しない場合

　大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続きを遵守しない場合には、買付方法の如何にかかわら

ず、当社取締役会は当社の企業価値及び株主共同の利益の保護及び確保することを目的として、新株等の

発行や新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置（以下「対抗措

置」といいます。）の発動を決定する場合があります。

　大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続きを遵守したか否か、及び対抗措置発動の適否について

は、外部専門家等の意見も参考にし、特別委員会の勧告を最大限尊重して、当社取締役会が決定します。具

体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択

することとします。
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　具体的対抗措置として新株予約権の無償割当てを実施する場合の概要は下記(5)に記載のものといたし

ますが、これに限定するものではありません。

　なお、対抗措置を発動した場合であっても、以下のような場合、当社取締役会は、当該対抗措置を維持す

ることの是非について、改めて特別委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門家等の助言を得な

がら、発動した対抗措置の中止または撤回を検討するものとします。

ⅰ．大規模買付者が大規模買付行為を中止若しくは撤回した場合

ⅱ．対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主

共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状

況に至った場合

　この場合、特別委員会は当社取締役会の諮問に基づいて当該措置を維持することの是非について検討

し、当社取締役会に対して勧告を行います。

　当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限尊重するものと

します。 上記特別委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会が当社の企業価値・株主共同の利益の確

保・向上という観点から対抗措置を維持することが相当でないと判断するに至った場合には、当社取締

役会はその決議により、発動した対抗措置を中止または撤回し、速やかにその旨を開示いたします。 

② 大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続きを遵守した場合

　大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続きを遵守した場合には、原則として、当社は対抗措置は

不発動といたします。この場合には、大規模買付者からの大規模買付提案に応諾するか否かは、当社株主

の皆様において、大規模買付提案及び当社が提示する大規模買付提案に対する評価・意見・代替案をご

考慮の上、ご判断して頂くこととなります。

　ただし、大規模買付ルールに定める手続きが遵守されている場合であったとしても、大規模買付行為が

当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損すると判断せざるを得ない場合には、企業価値及び株

主共同の利益の保護ないし確保を目的として対抗措置を発動することがあります。

　具体的には、大規模買付行為が以下のいずれかに該当すると認められる場合には、企業価値及び株主共

同の利益を著しく毀損すると考えております。

ⅰ．株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為

ⅱ．当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者

等の利益を実現する経営を行うような行為

ⅲ．当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

ⅳ．当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分

利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値

で売り抜ける行為

ⅴ．真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当社の株価を上昇させて当該株式を高値

で当社関係者等に引き取らせる目的で買収を行うような行為

ⅵ．強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主に

対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）

等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合

ⅶ．当社株主に対して、必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報が十

分に提供されることなく行われる買付等である場合

ⅷ．買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、買付

等の後の経営方針または事業計画、買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他

の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）が、当社の本源的価値に鑑みて、不十分または

不適当な内容である場合

ⅸ．当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等との関係、または当社の

社会的信用等の毀損により、当社の企業価値または株主共同の利益に反する重大なおそれをもたら

す買付等である場合

ⅹ．大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断される場合

　この場合において、前記①と同様に対抗措置を発動した場合であっても、以下のような場合、当社取締役

会は、当該対抗措置を維持することの是非について、改めて特別委員会に諮問するとともに、必要に応じ

て外部専門家等の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止または撤回を検討するものとします。

ⅰ．大規模買付者が大規模買付行為を中止若しくは撤回した場合

ⅱ．対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・

株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考え

られる状況に至った場合

　この場合、特別委員会は当社取締役会の諮問に基づいて当該措置を維持することの是非について検討

し、当社取締役会に対して勧告を行います。
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　当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限尊重するものと

します。上記特別委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会が当社の企業価値・株主共同の利益の確保

・向上という観点から対抗措置を維持することが相当でないと判断するに至った場合には、当社取締役

会はその決議により、発動した対抗措置を中止または撤回し、速やかにその旨を開示いたします。　

(5) 本新株予約権の無償割当ての概要

　大規模買付ルールに基づいて、対抗措置として実施する場合の本新株予約権の無償割当ての概要は、以下

のとおりです（本新株予約権の詳細については、下記「新株予約権無償割当ての要項」をご参照くださ

い。）。

① 本新株予約権の数

　本新株予約権の無償割当ての当社取締役会決議（以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）

において別途定める割当期日（以下「割当期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数

（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数に相当する数を上限とし

て、本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

② 割当対象株主

　割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された当社以外の株主

に対し、その保有する当社株式１株につき本新株予約権１個を上限として本新株予約権無償割当て決議

において別途定める割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。

③ 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

　本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

④ 本新株予約権の目的である株式の数

　本新株予約権１個当たりの目的である当社株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、別途調整

がない限り１株とします。

⑤ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産

の当社株式１株当たりの価額は、１円を下限として当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とする

金額の範囲内で、本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、新

株予約権無償割当て決議の前日から遡って90日間（終値のない日を除きます。）の㈱大阪証券取引所に

おける当社株式の普通取引の各日の終値（気配表示を含みます。）の平均値とし、１円未満の端数は切り

上げるものとします。

⑥ 本新株予約権の行使期間

　本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期間

開始日」といいます。）とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において

別途定める期間とします。ただし、下記⑨ⅱの規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取

得に係る本新株予約権の行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間の最終日が行

使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。

⑦ 本新株予約権の行使条件

　(Ⅰ)特定大量保有者、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者、(Ⅳ)特定大量買付者の特別

関係者、若しくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)乃至(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることな

く譲り受け若しくは承継した者、または、(Ⅵ)上記(Ⅰ)乃至(Ⅴ)に該当する者の関連者（以下、(Ⅰ)乃至(Ⅵ)

に該当する者を「非適格者」と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使することができませ

ん。

　また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則とし

て本新株予約権を行使することができません（ただし、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外

規定が利用できる等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の保有する本新株予約権も、下記

⑨ⅱのとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。詳細については下記「新株予約

権無償割ての要項」をご参照ください。）。

⑧ 本新株予約権の譲渡

　本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

⑨ 当社による本新株予約権の取得

ⅰ．当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切である

と当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無

償で取得することができるものとします。

ⅱ．当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当社

取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、

本新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができます。当社はかかる本新株予

約権の取得を複数回行うことができます。

ⅲ．当社は、以上に加え、本新株予約権の無償割当て決議において、別途本新株予約権の取得に関する事
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項（非適格者からの本新株予約権の取得に関する事項を含みます。）を定める場合があります。

　なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については、下記「新株予約権無償割当ての要項」をご参

照ください。

(6) 大規模買付ルールの導入手続

　大規模買付ルールの導入については、当社定款第13条に、下記の規定を新設し、また、当社定款第６条所定

の発行可能株式総数を1,200万株から1,700万株に変更するとの内容を含む定款変更を、平成19年12月21日開

催の第51期事業年度に係る当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）にて決議いたしま

した。変更後の当社定款第13条の規定に基づき、本定時株主総会における決議により、大規模買付ルールに

記載した条件に従い本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を当社取締役会に委任してい

ただきました。

第13条（新株予約権無償割当ての決定機関）

　当会社は、新株予約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議、

または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する。

(7) 大規模買付ルールの有効期間、廃止及び変更

　本定時株主総会の決議による、大規模買付ルールにおける本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定

権限の委任期間（以下「有効期間」といいます。）は、本定時株主総会終結後３年以内に終結する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。

　ただし、有効期間の満了前であっても、以下の場合は大規模買付ルールは当該時点で廃止されるものとし

ます。

① 当社の株主総会において大規模買付ルールに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定につ

いての取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合。

② 当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により大規模買付ルールを廃止する旨

の決議が行われた場合。

　また、当社取締役会は、大規模買付ルールの有効期間中であっても、本定時株主総会決議による委任の趣旨

に反しない場合（大規模買付ルールに関連する法令、証券取引所規則等の新設または改廃が行われ、係る新

設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である

場合、当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。）、特別委員会に諮問した上で、大規模買付ルールを

修正し、または変更する場合があります。

　当社は、大規模買付ルールが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実、及び

（修正または変更の場合には）修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。

３．株主の皆様等への影響

(1) 大規模買付ルールの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　大規模買付ルールの導入時点においては、株主総会決議に基づき、本新株予約権に関する新株予約権無償

割当ての決定権限を取締役会に対して委任していただいているに過ぎず、本新株予約権の無償割当て自体

は行われませんので、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会または当社株主総会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、本新株予約

権無償割当て決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式１

株につき本新株予約権１個を上限として本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予

約権が無償にて割り当てられます。

　仮に、株主の皆様が、本新株予約権の権利行使期間内に、金銭の払込みその他下記(3)「本新株予約権の無償

割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」において詳述する本新株予約権の行使に係る手続を経なけ

れば、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化されることになり

ます。

　ただし、当社は、下記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」①に記載す

る手続により、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付する

ことがあります。当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行

使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなり、この場合、保有する当社株

式１株あたりの価値の希釈化は生じますが、原則として、保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は

生じません。

　なお、本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は特別委員会の勧告を最大限尊重し、

本新株予約権の無償割当ての効力発生日までにおいては、本新株予約権の無償割当てを中止し、また、本新

株予約権の無償割当ての効力発生日後本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間においては、本新株

予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、1 株あたりの当社株式の価値の希釈化は生

じませんので、1 株あたりの当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または

投資家の皆様は、株価の変動により相応の影響を受ける可能性があります。

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続
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① 名義書換の手続

　当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場合には、当社は、本新株

予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。この場合、割当期日における当社の最終の株主名

簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に本新株予約権が無償にて割り当てられます

ので、株主の皆様におかれては、割当期日に間に合うよう、速やかに株式の名義書換手続を行って頂く必

要があります。証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。

　なお、割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様

は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込の手続等は

不要です。

② 本新株予約権の行使の手続

　当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆

様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約

権を行使する日等の必要事項、並びに株主ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償

条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に

必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、本新株予約権の権

利行使期間内でかつ当社による本新株予約権の取得の効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出

した上、原則として、本新株予約権１個あたり、１円を下限として当社１株の時価の２分の１の金額を上

限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当て決議において定める行使価額に相当する金銭を払込取

扱場所に払い込むことにより、本新株予約権１個につき原則として１株の当社株式が発行されることに

なります。

③ 当社による新株予約権の取得の手続

　　当社は、前記２.(5)⑨に記載のとおり、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法

定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を取得します。このうち、非適格者

以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社普通株式を交付する場合には、かかる

株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価とし

て、１個の本新株予約権につき原則として１株の当社普通株式を受領することになります。なお、この場

合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その

他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出頂くことがあります。

　なお、本新株予約権無償割当て決議において、非適格者からの本新株予約権の取得、その他取得に関する

事項について定められる場合には、当社は、かかる定めに従った措置を講じることがあります。

　上記のほか、本新株予約権の割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細に

つきましては、本新株予約権無償割当て決議において決定された後、株主の皆様に対して情報開示または

通知いたしますので、当該内容をご確認ください。

４．大規模買付ルールの合理性

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

　大規模買付ルールは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益

の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保

・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。

(2) 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　大規模買付ルールは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断するために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保

すること等を可能にするものであり、当社企業価値及び株主共同利益の確保・向上の目的をもって導入さ

れるものです。

(3) 株主の合理的意思に依拠したものであること

　前記２.(6)に記載のとおり、大規模買付ルールは、当社株主総会において、大規模買付ルールに係る委任決議

がなされることにより導入されます。

　また、前記２.(7)に記載のとおり、大規模買付ルールには有効期間を３年間とするサンセット条項が付され

ており、かつ、当該有効期間満了の前であっても、当社株主総会において上述の委任決議を撤回する旨の決

議がなされた場合には、本対応方針はその時点で廃止されることとなりますので、本対応方針の存続の適否

については、株主の皆様のご意向を反映したものとなっております。

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視

　当社は、本対応方針の運用並びに対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株

主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。なお、特

別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経

営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役及び社外有識

者（弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務・当社の業務領域に精通する者、他社の取締役

または執行役として経験のある社外者、またはこれらに準ずる者）の中から選任されるものとしておりま
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す。なお、平成20年２月開催の取締役会で特別委員として山田磯子氏、増田政章氏、川村真氏を選任いたしま

した。

(5) 合理的な客観的発動要件の設定

　大規模買付ルールは、前記２.(4)②に記載の通り、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足

されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕

組みを確保しているものといえます。

(6) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　前記２.(7)に記載のとおり、大規模買付ルールは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役

会により廃止することができるものとされており、大規模買付者が、当社株主総会で取締役を指名し、当該

取締役で構成される取締役会により、本対応方針を廃止する可能性がありますので、デッドハンド型買収防

衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　また、当社は期差任期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもあ

りません。

（新株予約権無償割当ての要項）

１．新株予約権無償割当てに関する事項の決定

(1) 新株予約権の内容及び数

　株主に割り当てる新株予約権（以下、個別にまたは総称して「本新株予約権」という。）の内容は下記２に記

載されるところに基づくものとし、本新株予約権の数は、本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下「本

新株予約権無償割当て決議」という。）において別途定める割当期日（以下「割当期日」という。）における当

社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除する。）の１倍に相当す

る数を上限として、本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とする。

(2) 割当対象株主

　割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された当社以外の株主に対し、

その保有する当社株式１株につき本新株予約権１個を上限として、本新株予約権無償割当て決議において別途

定める割合で、本新株予約権を無償で割り当てる。

(3) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

　本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とする。

２．本新株予約権の内容

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

① 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である当社株式

の数（以下「対象株式数」という。）は、１株とする。ただし、当社が株式の分割または株式の併合を行う場

合、対象株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生ずる１株未満の端数は切り捨てるものと

し、現金による調整は行わない。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

② 調整後対象株式数は、株式の分割の場合はその基準日の翌日以降、株式の併合の場合はその効力発生の翌日

以降、これを適用する。

③ 上記①に定めるほか、株式無償割当て、合併、会社分割等当社の発行済株式総数（ただし、当社の有する当社

株式の数を除く。）変更または変更の可能性を生ずる行為を行う場合で、対象株式数の調整を必要とするとき

には、株式無償割当て、合併、会社分割その他の行為の条件等を勘案の上、対象株式数につき合理的な調整を行

うものとする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 本新株予約権の行使に際して行う出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の当社株式１株当たりの価額（以下「行使価格」という。下記②に定義される。）に対象株式数を乗

じた価額とする。

② 行使価格は、１円を下限として当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で、本新株

予約権無償割当て決議において別途定める価額とする。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議の

前日から遡って90日間（終値のない日を除く。）の㈱大阪証券取引所における当社株式の普通取引の各日の

終値（気配表示を含む。）の平均値とし、１円未満の端数は切り上げるものとする。

(3) 本新株予約権の行使期間

　本新株予約権無償割当ての効力発生日または本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以

下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」という。）とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で、本新株予

約権無償割当て決議において別途定める期間とする。ただし、下記(7)の規定に基づき当社による本新株予約権の

取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとする。

また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業

日を最終日とする。

(4) 本新株予約権の行使条件
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① （Ⅰ）特定大量保有者、（Ⅱ）特定大量保有者の共同保有者、（Ⅲ）特定大量買付者、（Ⅳ）特定大量買付

者の特別関係者、若しくは（Ⅴ）上記（Ⅰ）乃至（Ⅳ）に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承

認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、または、（Ⅵ）上記（Ⅰ）乃至（Ⅴ）に該当する者の関連者

（以下、（Ⅰ）乃至（Ⅵ）に該当する者を「非適格者」と総称する。）は、本新株予約権を行使することがで

きない。

　なお、上記に用いられる用語は次のとおりに定義される。

（Ⅰ）「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に定義され

る。以下別段の定めがない限り同じ。）の保有者（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者

を含む。）で、当該株券等に係る株券等保有割合（同法第27条の23第４項に定義される。）が20％以上と

なると当社取締役会が認めた者をいう。

（Ⅱ）「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に

基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含む。

（Ⅲ）「特定大量買付者」とは、公開買付け（金融商品取引法第27条の２第６項に定義される。）によって当

社が発行者である株券等（同法第27条の２第１項に定義される。以下本（Ⅲ）において同じ。）の買付

け等（同法第27条の２第１項に定義される。以下本（Ⅲ）において同じ。）を行う旨の公告を行った者

で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第

１項に定める場合を含む。）に係る株券等の株券等所有割合（同法第27条の２第８項に定義される。以

下同じ。）がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20％以上となると当社取締役会が認めた

者をいう。

（Ⅳ）「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者（当社取締役会がこれ

に該当すると認めた者を含む。）をいう。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者に

よる株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。

（Ⅴ） ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下

にある者として当社取締役会が認めた者、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認

めた者をいう。「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社

法施行規則第３条第３項に定義される。）をいう。

② ①にかかわらず、次のa．乃至d．の各号に記載される者は、特定大量保有者または特定大量買付者に該当し

ないものとする。

a． 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第３項に定義される。）ま

たは当社の関連会社（同規則第８条第５項に定義される。）

b． 当社を支配する意図がなく上記①（Ⅰ）に記載する要件に該当することになった者である旨当社取締役

会が認めた者であって、かつ、上記①（Ⅰ）の特定大量保有者に該当することになった後10日間（ただ

し、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。）以内にその保有する当社の株券等を処分等す

ることにより上記①（Ⅰ）の特定大量保有者に該当しなくなった者

c． 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記①（Ⅰ）の特定大量保

有者に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者（ただし、その後、自己の意思により当

社の株券等を新たに取得した場合を除く。）

d． その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社

取締役会が認めた者（当社取締役会は、非適格者に該当すると認めた者についても、当社の企業価値また

は株主共同の利益に反しないと別途認めることができる。また、一定の条件の下に当社の企業価値または

株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合に限る。）

③ 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し、a.所定の手

続の履行もしくは b.所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。）の充足、または c.その

双方（以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者

は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行または充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約

権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合には本新株予約権を行使するこ

とができない。なお、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し当社が履行または充足す

ることが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行または充足する義

務は負わない。また、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権の行使をさせることが当該管轄地域における

法令上認められない場合には、当該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。

④ 上記③にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、a.自らが米国1933年証券法ルール501(a)に定義する

適格投資家（accredited investor）であることを表明、保証し、かつ b.その保有する本新株予約権の行使の結果

取得する当社普通株式の転売は㈱大阪証券取引所における普通取引（ただし、事前の取決めに基づかず、かつ

事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該本新株予約権

を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該本新株予約権を行使する

ために当社が履行または充足することが必要とされる米国1933年証券法レギュレーションＤ及び米国州法に

係る準拠法行使手続・条件を履行または充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由によ
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り、米国に所在する者が上記 a.及び b.を充足しても米国証券法上適法に本新株予約権の行使を認めることが

できないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。

⑤ 本新株予約権を有する者は、当社に対し、自らが非適格者に該当せず、かつ、非適格者に該当する者のために

行使しようとしている者ではないこと、及び本新株予約権の行使条件を充足していること等の表明・保証条

項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面並びに法令等により必要とされる書面を提出した場合

に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。

⑥ 本新株予約権を有する者が本(4)の規定により、本新株予約権を行使することができない場合であっても、当

社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。

(5) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

　増加する資本金及び資本準備金の額は、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額と

する。
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(6) 本新株予約権の譲渡

① 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。

② 本新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(4)③及び④の規定により本新

株予約権を行使することができない者（非適格者を除く。）であるときは、当社取締役会は、次の事由等を勘

案して上記①の承認をするか否かを決定する。

a． 当該管轄地域に所在する者による本新株予約権の全部または一部の譲渡による取得に関し、譲渡人及び譲

受人が作成し署名または記名捺印した差入書（下記b．乃至d．に関する表明・保証条項、補償条項及び

違約金条項を含む。）が提出されているか否か

b． 譲渡人及び譲受人が非適格者に該当しないことが明らかであるか否か

c． 譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者のために譲受けしようと

している者でないことが明らかであるか否か

d． 譲受人が非適格者のために譲受しようとしている者でないことが明らかであるか否か

(7) 当社による本新株予約権の取得

① 当社は、本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適

切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無

償で取得することができる。

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当社取締役

会が定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権１

個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うこ

とができる。

③ 当社は、以上に加え、本新株予約権の無償割当て決議において、別途本新株予約権の取得に関する事項（非

適格者からの本新株予約権の取得に関する事項を含みます。）を定めることができる。

(8) 合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収合併、新設分割、株式交換、及び株式移転の場合の本新株

予約権の交付及びその条件

　本新株予約権無償割当て決議において別途決定する。

(9) 新株予約権証券の発行

　本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。

(10) 法令の改正等による修正

　上記で引用する法令の規定は、平成19年11月14日現在施行されている規定を前提としているものであり、同日

以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項または用語の意義等に修正を加える必要が生じた場

合には、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項または用語の意

義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。

３．その他

　その他必要な事項については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定めるものとします。

Ｄ 上記ＢおよびＣの取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　ＢおよびＣの取り組みについては、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する情報を当社取締役会

から提供される情報および評価・意見も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応ずるべきか否かの

ご判断のための期間を確保するためのルールを定めております。

　よって当社取締役会は、これらの取り組みが当社の基本方針に沿うものであり、企業価値・株主共同の利益を

損なうものではないと考えております。

　また、本対処策においては大規模買付ルールの手続きを遵守しない大規模買付行為が行われた場合、当社取締

役会は、独立性の高い社外者等から構成される特別委員会の開催を要請し、客観的な判断を行い、当社の取締役

の恣意的判断を排除し、大規模買付ルールの遵守や対抗措置の発動の是非に関する判断の公正性・透明性の確

保を図っており、取締役の地位の維持を目的とするものではありません。
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４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。

 （1）市場変動による影響

　当社の属する電子部品製造装置市場では、電子部品業界の設備投資動向や電子部品の需給環境の影響を大きく受

けてまいりました。半導体市場においてはシリコンサイクル、液晶市場においてはクリスタルサイクルと呼ばれる

景気サイクルによる影響を過去に何度か繰り返し受けてまいりました。当社ではこのような市場環境においても利

益が計上できる体質になるように努力してまいりましたが、今後もこのような市場環境によって受注高及び売上高

が減少することにより当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 （2）事業戦略による影響

　当社の属する電子部品製造装置市場では、革新的な技術の進歩への対応とともに厳しい販売価格競争があります。

当社では、高付加価値製品の開発の強化や材料メーカー及び周辺装置メーカーとの連携等を展開しておりますが、

競争激化による販売価格下落、技術革新による当社既存製品の陳腐化、当社新製品の市場投入のタイミング等によ

り当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 （3）「中長期的な会社の経営戦略」推進による影響

　当社の中長期における基本方針で掲げる更なる成長への投資及び高付加価値製品の強化の重要施策として「他社

との技術提携及び関連会社とのコア技術融合強化」に取組んでおります。

　しかしながら、上記による開発及び各種費用の増加、投資株式の損失・評価損、子会社の異動に伴う連結決算採用

による諸費用の増加等により当社業績に一時的に悪影響を及ぼす可能性があります。

 （4）その他の影響

　当社が事業を遂行していく上で上記のリスク以外に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争・テロ、感

染症、法令の改正や政府の規制、購入品の価格高騰、重要な人材の喪失等の影響を受けることが想定され、場合に

よっては当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

(1）販売契約について

提携先 提携内容 備考 契約期間

東栄電子有限公司 ＭＷＳの中国での販売に関する事項 販売代理店契約

自平成13年10月３日

至平成15年10月２日

（以降１年毎に自動更新）

Apex-i

International Co.,Ltd

半導体製造装置の台湾での販売に関す

る事項
販売代理店契約

自平成16年10月１日

至平成17年９月30日

（以降１年毎に自動更新）

グランディング

テクノロジーインク

（米国）

ＭＷＳのアメリカ合衆国及びカナダで

の販売に関する事項
販売代理店契約

自平成10年１月１日

至平成15年12月31日

（以降１年毎に自動更新）

大谷㈱

日本国内におけるＴＡＣシリーズ（ア

パレル裁断システム）の販売に関する

事項

国内販売代理店契約

自平成11年９月30日

至平成13年９月29日

（以降１年毎に自動更新）

(2）共同開発契約について

提携先 契約内容 契約期間

㈱ザイキューブ ３次元半導体製造装置の共同開発

自平成18年５月14日

至平成19年５月13日

（以後１年毎に自動更新）

㈱メムス・コア ＭＥＭＳ製造装置及び機器の共同開発

自平成17年10月１日

至平成19年９月30日

（以後１年毎に自動更新）
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６【研究開発活動】

　当事業年度においては、各部門における新製品・新技術の開発と既存製品の改良・改善を柱とし、当社の戦略的コア

技術である「７つのコア技術（貼付、剥離、制御・情報処理、クリーン、カッティング、搬送・駆動、真空）」をベース

に有望事業機会と結びついた重点強化技術の開発、強い技術の他製品への水平展開を行っております。

　当事業年度における研究開発費の総額は３億80百万円であり、主な開発内容としては次のものがあります。

　電子機器事業

当事業に係る研究開発費は３億27百万円であります。

(1）液晶機器事業

①　ＡＣＦテープの消費量を40％近く削減した単個ＡＣＦテープ貼付装置「ＣＦＣ－4265Ｗ」を開発いたしまし

た。

②　シート洗浄方式による小型液晶パネル用洗浄装置とインラインによる偏光板貼付装置の高速化を図った２秒

タクトラインを開発いたしました。

③　大型化する液晶パネルの圧着に有効となる新型マルチヘッド技術に取組んでおります。

④　液晶機器に関する研究開発段階の案件として、上記「７つのコア技術」の内、貼付（加熱・加圧貼付技術）、剥

離（テープ剥離技術）、クリーン（清掃技術）に関する装置等の研究開発活動を行っております。

(2）半導体機器事業

①　省資源・環境配慮型装置として消費電力量を20％以上削減、圧縮エアー使用量を30％以上削減を可能としたＢ

Ｇテープ、レジストテープを均一テンション・均一圧力にて安定して貼付ける新型テープ貼付装置「ＡＴＭ－

1100Ｋ」を開発いたしました。

②　新タイプのウェハーに対応する新型ウェハーマウンターを開発いたしました

③　更なる薄型化に向かうウェハーに対応した、ウェハーマウントインラインシステムの改良・改善に取組んでお

ります。

④　半導体機器に関する研究開発段階の案件として、上記「７つのコア技術」の内、貼付（加熱・加圧貼付技術）、

真空（吸引技術）、クリーン（清掃技術）、剥離（テープ剥離技術）に関する装置等の研究開発活動を行ってお

ります。

(3）ＭＷＳ事業

 ①　新型ＭＷＳシリーズの研究開発に取組んでおります

②　ＭＷＳ機器に関する研究開発段階の案件として、上記「７つのコア技術」の内、カッティング（ワイヤーカッ

ティング技術）、搬送・駆動（ハンドリング技術）に関する装置等の研究開発活動を行っております。

(4）ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems：微小電気機械システム）事業

 　　「ＶＴＭ－150Ｍ」（ＭＥＭＳ用ドライフィルムレジスト貼付装置）による新しい貼付方法（テンティング貼

り、埋め込み貼り、厚膜貼り、コンフォーマル貼り）の拡張展開並びに自動機開発（ドライフィルムレジストの特

性を十分活かせる装置にする為）の基礎研究開発を行っています。

(5）燃料電池事業

 　　固体高分子形燃料電池のＭＥＡ（電解質膜・電極接合体）製造プロセスでの要素技術を開発し、実験機にて検証

（電解質膜と基材の剥離・ＧＤＬの高精度位置合わせ・部材搬送・熱圧着　等）を行っています。　

　繊維機器事業

当事業に係る研究開発費は52百万円であります。

①　新型ＴＡＣアパレル自動裁断機「ＴＡＣ－175ＮＸ」シリーズを開発いたしました。

②　省資源・環境配慮型装置として消耗品のリサイクル化と消耗品量の削減を可能としたＴＡＣシリーズ用自動

ラベリングシステム「ＴＡＣ－ＬＢＸ」を開発いたしました。

③　繊維機器に関する研究開発段階の案件として、上記「７つのコア技術」の内、カッティング（ナイフカッティ

ング技術）に関する装置等の研究開発活動を行っております。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。こ

の財務諸表の作成に当たり、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づき、適正に実施されております。

(2）財政状態の分析

　当事業年度末の総資産は、76億79百万円（前年同期比11.6％減）となりました。

 （流動資産）

  当事業年度末における流動資産は、前事業年度に比べ現金及び預金が５億82百万円減少したことにより48億

62百万円（前年同期比22.7％減）となりました。

 （固定資産）

 当事業年度末における固定資産は、前事業年度に比べ関係会社株式が10億91百万円増加したことにより28億

17百万円（前年同期比17.7％増）となりました。

 （流動負債）

  当事業年度末における流動負債は、前事業年度に比べ買掛金が７億23百万円減少したことにより19億49百万

円（前年同期比34.7％減）となりました。

 （固定負債）

  当事業年度末における固定負債は、前事業年度に比べ役員退職慰労引当金が３百万円増加したことにより87

百万円（前年同期比2.3％増）となりました。

 （純資産）

  当事業年度末における純資産の残高は、当期純利益１億50百万円を計上したことにより56億42百万円（前年

同期比0.6％増）となりました。

(3）キャッシュ・フローの分析

　当事業年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「１［業績等の概要］（2）キャッシュ・フロー」を

参照願います。

(4）経営成績の分析

 （売上高）

 当事業年度における売上高は、61億58百万円（前年同期比3.1％減）となりました。

 （売上総利益）

  当事業年度における売上総利益は、売上高が前年同期に比べ１億97百万円減少しましたが、売上原価が２億３

百万円減少したことにより17億85百万円（前年同期比0.3％増）となりました。

 （営業利益）

  当事業年度における営業利益は、前事業年度に比べ研究開発費が１億12百万円増加したこと等により、販売費

及び一般管理費が１億70百万円増加したことにより、５億18百万円（前年同期比24.2％減）となりました。

 （経常利益）

  当事業年度における経常利益は、前事業年度に比べ営業利益が減少したことにより５億31百万円（前年同期

比23.7％減）となりました。

 （当期純利益）

  当事業年度における当期純利益は、前事業年度に比べ経常利益が減少したこと及び関係会社投資損失引当金

の繰入等により１億50百万円（前年同期比55.2％減）となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度においては、工具器具及び備品の購入を中心に46百万円の設備投資を実施いたしました。

　なお、当事業年度における重要な設備の除却、売却等はありません。

２【主要な設備の状況】

平成20年９月30日現在

事業所名
（所在地）

事業部門別の名
称

設備の内容

帳簿価額
　 従業員数

（人）

外(臨時雇

用者）
建物

（千円）
構築物
（千円）

機械及び
装置
（千円）

車両及び
運搬具
（千円）　

工具器具
及び備品
（千円）　

土地
（千円）
（面積
㎡）

合計
（千円）

本社及び本社工

場

（奈良県橿原

市）

電子機器事業

 繊維機器事業

統括業務施設

販売設備

電子機器製造設備

繊維機器製造設備

875,770 56,473 33,915 147 55,798
491,118

(30,376.91)
1,513,223

226

(21)

　（注）１．帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。

２．本社及び本社工場には、賃貸中の土地59,469千円（3,681.00㎡）を含んでおります。

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社の設備投資については、景気予測、業界動向等を総合的に勘案して策定しております。

　なお、当事業年度末現在において重要な設備の新設、改修及び除却等は予定しておりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 17,000,000

計 17,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年12月22日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,491,490 5,491,490
大阪証券取引所

市場第二部
－

計 5,491,490 5,491,490 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使に

より発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成15年12月19日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 173 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）　 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 173,000 同左　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 820 同左

新株予約権の行使期間
自　平成17年12月20日

至　平成20年12月19日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

820

410
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）１．各新株予約権の一部行使は認めない。 

２．新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員たる地位にある

ことを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職によりかかる地位を喪失した場合は、権利行使を認め

る。

３．新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

４. 新株予約権に関するその他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約

  書」に定めるところによる。

②　平成16年12月22日定時株主総会決議
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事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 3,648 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）　 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　364,800 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 731 同左

新株予約権の行使期間
自　平成18年12月23日

至　平成21年12月22日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

731

366
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）１．各新株予約権の一部行使は認めない。 

２．新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員たる地位にある

ことを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職によりかかる地位を喪失した場合は、権利行使を認め

る。

３．新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

４. 新株予約権に関するその他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約

  書」に定めるところによる。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成17年10月１日～

平成18年９月30日

（注）　

94 5,491 38,540 963,230 38,540 1,352,321

　（注）新株予約権の行使による増加であります。

（５）【所有者別状況】

　 平成20年９月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 10 10 39 7 3 1,402 1,471 －

所有株式数

（単元）
－ 8,587 935 8,709 878 29 35,759 54,897 1,790

所有株式数の

割合（％）
－ 15.64 1.70 15.87 1.60 0.05 65.14 100.0 －

　（注）　自己株式30,574株は、「個人その他」に305単元、「単元未満株式の状況」に74株含めて記載しております。

（６）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本トラスティ・サービス信

託銀行㈱（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 415 7.57

㈲コトブキ産業 奈良県香芝市関屋1516－９ 386 7.03

髙鳥王昌 奈良県香芝市 354 6.46

タカトリ共栄会 奈良県橿原市新堂町313－１ 241 4.38

大阪中小企業投資育成㈱ 大阪市北区堂島浜１－２－６ 187 3.40

タカトリ従業員持株会 奈良県橿原市新堂町313－１ 180 3.28

井上久雄 神奈川県厚木市 120 2.18

高鳥政廣 奈良県香芝市 113 2.07

高鳥壽子 奈良県香芝市 109 2.00

西村幸子 大阪市平野区 104 1.89

計 － 2,213 40.30

（注）日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は415千株あり、その

内訳はスパークス・アセット・マネジメント投信㈱分が364千株、大和住銀投信投資顧問㈱分が９千株、大和証券㈱分

が42千株となっております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　  30,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,459,200 54,592 －

単元未満株式 普通株式     1,790 － －

発行済株式総数 5,491,490 － －

総株主の議決権 － 54,592 －

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱タカトリ
奈良県橿原市

新堂町313－１
30,500 － 30,500 0.56

計 － 30,500 － 30,500 0.56
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

　当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して特

に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成15年12月19日開催の定時株主総会及び平成16年12月22

日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日 平成15年12月19日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役及び監査役６名、従業員63名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上　（注）

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ──────

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
──────

　（注）新株予約権発行日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これ

らの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整される

ものとする。

決議年月日 平成16年12月22日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役及び監査役５名、従業員222名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上　（注）

新株予約権の行使期間 同上　

新株予約権の行使の条件  同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ──────

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
──────

（注）新株予約権発行日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これ

らの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整される

ものとする。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成20年５月19日）での決議状況

（取得期間　平成20年５月20日～平成20年５月20日）
30,000 16,050,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 24,500 13,107,500

残存決議株式の総数及び価額の総額 5,500 2,942,500

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 18.3 18.3

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) 18.3 18.3

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

株主総会（平成－年－月－日）での決議状況

（取得期間　平成－年－月－日～平成－年－月－日）
－ －

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 47 24,440

残存授権株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) － －

（注）当期間における取得自己株式には、平成20年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ

る株式数は含めておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 30,574 － 30,574 －

（注）保有自己株式数には、平成20年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含

めておりません。
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３【配当政策】

　利益配分については、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要施策の一つと認識しており、中・長期的な株式価値

の向上のため、その期の業績や内部留保金を勘案しながら、安定的な配当を中心に利益配分を行っていくことを基本

方針としております。

　当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当

の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　上記方針に基づき、当中間期におきましては、中間配当１株当たり8.5円を実施し、当期末は期末配当１株当たり8.5円

を実施させていただくことを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は62.0％となりました。

　また、内部留保資金につきましては、「７つのコア技術」をベースとした①有望事業機会と結びついた重点強化技術

の開発 ②強い技術の他製品への水平展開 ③他社との技術提携及び関連会社とのコア技術融合強化 ④既存製品の進

化　に投入してまいります。

　なお、当社は「取締役会の決議をもって、毎年３月31日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に

定めております。

　当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当金（円）

 平成20年５月14日

 取締役会決議
46,626 8.5

 平成20年12月19日

 株主総会決議
46,417 8.5

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

最高（円） 1,640 846 1,401 835 685

最低（円） 400 600 632 565 379

（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 504 535 529 518 500 435

最低（円） 421 486 486 486 420 379

　（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

代表取締役名誉

会長
　 髙鳥　王昌 大正14年３月18日生

昭和31年10月 当社設立 代表取締役社長

平成14年６月 当社代表取締役会長

平成18年12月 当社取締役名誉会長

平成20年12月 当社代表取締役名誉会長（現任）

(注)２ 354

代表取締役社長 　 駒井　幸三 昭和33年10月13日生

平成７年６月 センチュリー証券㈱入社

平成10年１月 当社入社

平成14年４月 当社経営企画室長

平成14年12月 当社取締役経営企画室長

平成15年10月 当社常務取締役営業本部長

平成16年12月 当社代表取締役社長兼営業本部長

平成18年10月 当社代表取締役社長（現任）

(注)２ 32

専務取締役 生産本部長 雁野　良博 昭和24年11月19日生

昭和47年４月 当社入社

平成13年10月 当社繊維・特機事業部長

平成14年４月 当社生産本部長

平成14年10月 当社執行役員生産本部長

平成14年12月 当社取締役生産本部長

平成16年10月 当社常務取締役生産本部長

平成18年12月 当社専務取締役生産本部長（現任）

平成20年３月 株式会社エムテーシー取締役

（現任）　

(注)２ 23

常務取締役 経営企画室長 北村　吉郎 昭和22年９月12日生

昭和41年３月 当社入社

平成７年10月 当社管理本部副本部長

平成８年12月 当社取締役管理本部長

平成13年10月 当社取締役経理本部長

平成14年４月 当社取締役管理本部長

平成15年10月 当社常務取締役管理本部長

平成16年10月 当社常務取締役経営企画室長

 （現任）

平成16年11月 奈良県ハイテク工場団地協同組合代

表理事（現任）

(注)２ 43

取締役 営業本部長 松田　武晴 昭和25年１月11日生 

昭和48年３月 当社入社 

平成14年４月 当社営業本部海外営業部長

平成14年10月 当社執行役員営業本部海外営業部長

平成15年４月 当社執行役員営業本部副本部長

平成18年10月 当社執行役員営業本部長

平成18年12月 当社取締役営業本部長（現任）

(注)２ 2

取締役
管理本部長

兼経理部長
大西　正純　 昭和35年８月25日生　

平成９年11月 当社入社

平成15年４月 当社管理本部経理部長

平成16年10月 当社執行役員管理本部長兼経理部長

平成20年12月 当社取締役管理本部長兼経理部長

（現任）

(注)２ 5

常勤監査役 　 水谷　幸夫 昭和22年９月８日生

昭和44年１月 当社入社

平成11年４月 当社知的財産室課長

平成14年６月 当社常勤監査役（現任）

(注)３ 15

監査役 　 山田　磯子 昭和20年３月３日生

昭和45年４月 大阪弁護士会登録

昭和56年６月 山田磯子法律事務所（現さざんか法

律事務所）開業（現任）

平成13年12月 当社監査役（現任）

(注)３ －

監査役 　 北原　勝正 昭和18年２月26日生

昭和36年４月 松下電器産業㈱（現パナソニック

㈱）入社

平成７年４月 同社知的財産権本部社内知的研修担

当

平成15年９月 日本知的財産協会研修委員会スタッ

フ（現任）

平成15年12月 当社監査役（現任）

(注)３ －

    計  476

　（注）１．監査役山田 磯子及び監査役北原 勝正は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．平成20年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

３．平成20年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、法令を遵守し、経営の透明性を高め、取締役会で活発な議論を行い、意思決定のスピードアップを図り、株主

の利益が最大になるように統治しなければならないと考えており、会社の中長期的な利益増大の観点から、株主以外

のステークホルダー（従業員、取引先、債権者、地域社会）の利益も尊重すべきであると考えております。また、リスク

・マネジメントの強化を進めており、当社が関わるリスクを識別し、優先度・重要度を判別した上で対応しておりま

す。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

 (1）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況

①会社の機関の内容（提出日現在）

・委員会設置会社であるか監査役制度採用会社であるかの別

監査役制度を採用しております。

・社外取締役・社外監査役の選任の状況（人数等）

社外取締役は取締役６人中０人、社外監査役は監査役３人中２人であります。

・業務執行・経営の監視の仕組み

  当社は経営の透明性を高め、監査役会の機能強化として、第46期（平成13年10月１日～平成14年９月30日）か

ら、弁護士を社外監査役に選任しております。

＜業務執行・監査の仕組み、内部統制の仕組み＞

②内部統制システムの整備の状況

　当社では、社長直轄組織である経営企画室に内部統制管理部門を設置しており、主に重要な業務プロセス毎にフ

ローチャート、社内規程などの整備を行い、業務上発生するリスクを防止する仕組みを作り、業務の有効性及び効率

性・財務報告の信頼性・コンプライアンス・資産の保全といった目的を達成できるシステムの構築を図っており、

整備の進捗状況等は定期的に取締役会へ報告しております。
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　また、内部監査部門及び監査法人の指摘事項などについても社内規程等にフィードバックし、整備を図っておりま

す。

　なお、提出日時点では運用の評価を行うに至っておりませんが、今後整備及び運用状況の評価ができるシステムを

構築してまいります。

③内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

・内部監査につきましては、社長直轄組織である経営企画室に内部監査部門を設置しており、期初に年間監査計画

を立て、それを基準に監査役会及び監査法人と常に連携を取りながら内部監査を実施し、定期的に取締役会にお

いて報告を行っております。なお、内部監査人は１名であります。

・監査役監査につきましては、期初に監査役会が策定した監査の方針・監査計画等に従い監査を実施しておりま

す。具体的には、取締役会への出席及び他の重要会議への常勤監査役の出席、監査役会開催時において社外監査役

が重要資料閲覧等を行うことで、経営の透明性・意思決定及び業務執行の適法性をチェックするとともに、監視

・牽制体制を整えております。また、監査法人との監査計画概要書に対するミーティング、期末監査結果報告会や

マネジメントレター報告会の開催、監査に関わる情報交換等を行うことで、監査機能の充実を図っております。

・当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成

公認会計士の氏名 所属する監査法人名

 指定社員

 業務執行社員 
 芝池　勉

 　監査法人トーマツ
 指定社員

 業務執行社員
 岡本　健一郎

両公認会計士とも当社に係る継続監査年数が７年を超えておりませんので、監査年数の記載は省略いたします。

また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、会計士補等４名であります。

④役員報酬・監査報酬

　当期における当社取締役及び監査役に対する報酬、当社の監査人に対する監査証明に係る報酬は以下のとおりで

あります。

 ａ. 役員報酬　　　取締役に支払った報酬　　73百万円

　 監査役に支払った報酬　　12百万円

 ｂ. 監査報酬等　　公認会計士法（昭和23年法律103号）第２条第１項の業務に係る報酬　　16百万円

上記以外の報酬　　10百万円

(2）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　社外監査役との重要な人的関係、資本的関係及び利害関係はありません。

(3）リスク管理体制の整備の状況

　内部統制システムの構築の中で、リスクマネジメントの一環として全社的リスクの把握に対する取組みを推進し

ております。「リスクマネジメント基本規程」に基づき、代表取締役社長を委員長としたリスクマネジメント委員

会において、取組全体の方針・方向性の検討・決定、リスク選定及び対策等の検討・決定、各部門でのリスクマネジ

メント推進の指示等リスク全般の管理を行い、事業を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理・実践が可能な体

制の整備・運用を行っております。また、「職務権限一覧表・明細表」「稟議規程」等による職務権限の明確化、内

部監査部門による全部門への年１回の内部監査実施、取締役会での重要及び異常事項の報告義務付け等により、会

社に重大な影響を与える事態の発生防止に努めるとともに、万一不測の事態が発生した場合は、損害・影響額を最

小限にとどめる体制を整えております。

(4）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当期は取締役会を30回、監査役会を15回開催しております。

　役員及び従業員が法令、社内規則及び社会通念等を遵守した行動をとるための規範や行動基準について制定した

「企業理念」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンスマニュアル」に従い行動するとともに、その周知徹

底と推進を図っております。

　その他、年４回当社部門長及び主要管理職に対して勉強会を開催し、経営方針や決算内容及び会社のおかれている

現状等についての理解を深め、価値観を共有することで経営方針に合致する業務執行を促進しております。

(5）取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

(6）取締役の選任決議

　当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもってこれを決する旨を定款に定めております。

　また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
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(7）責任限定契約の内容の概要

　当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額

としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について

善意かつ重大な過失がないときに限られます。

(8）株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項とその理由

①自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を

定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目

的とするものであります。

②中間配当

　当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年３月31日を基準日として中間配当を

行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであ

ります。

③取締役及び監査役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって任務を怠ったことによる取締役及び監査

役（取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款

に定めております。これは取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役

割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

(9）株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と

しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）」

（以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年10月１日から平成19年９月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年10月１日から平成19年９月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年10月１日から平成19年９月

30日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成18年10月１日から平成19年９月30日まで）及び当事業年度（平

成19年10月１日から平成20年９月30日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。

３．連結財務諸表について

　当社は、当事業年度より子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度

（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　    

Ⅰ　流動資産 　    

１．現金及び預金 　  2,438,583  

２．受取手形及び売掛金 ※４  2,543,778  

３．たな卸資産 　  1,472,651  

４．繰延税金資産 　  154,349  

５．その他 　  61,293  

貸倒引当金 　  △12,281  

流動資産合計 　  6,658,375 74.3

Ⅱ　固定資産 　    

１．有形固定資産 　    

(1）建物及び構築物 ※１ 3,046,072   

減価償却累計額 　 2,059,149 986,923  

(2) 機械装置及び運搬具  339,054   

減価償却累計額 　 292,782 46,272  

(3) 土地 ※１  608,946  

(4) その他  531,049   

減価償却累計額  472,302 58,746  

有形固定資産合計 　  1,700,888 19.0

２．無形固定資産 　  28,720 0.3

３．投資その他の資産 　    

(1）投資有価証券 　  573,506  

(2）その他 　  3,628  

投資その他の資産合計 　  577,134 6.4

固定資産合計 　  2,306,744 25.7

資産合計 　  8,965,119 100.0
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前連結会計年度

（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

     

（負債の部） 　    

Ⅰ　流動負債 　    

１．買掛金 　  2,023,310  

２．短期借入金 　  51,759  

３．１年以内に返済予定の
　　長期借入金

※１  165,000  

４．未払法人税等 　  68,878  

５．前受金 　  388,215  

６．賞与引当金 　  204,496  

７．役員賞与引当金 　  11,000  

８．その他 　  314,722  

流動負債合計 　  3,227,383 36.0

Ⅱ　固定負債 　    

１．繰延税金負債 　  3,542  

２．役員退職慰労引当金 　  68,450  

３．その他 　  13,500  

固定負債合計 　  85,492 1.0

負債合計 　  3,312,876 37.0

　 　    

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本 　    

１．資本金 　  963,230 10.7

２．資本剰余金 　  1,352,321 15.1

３．利益剰余金 　  3,305,049 36.9

４．自己株式 　  △3,923 △0.1

　　株主資本合計 　  5,616,677 62.6

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差
額金

  9,580 0.1

２．為替換算調整勘定   11,339 0.1

　　評価・換算差額等合計   20,919 0.2

Ⅲ　少数株主持分   14,645 0.2

純資産合計   5,652,243 63.0

負債純資産合計   8,965,119 100.0
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  7,007,580 100.0

Ⅱ　売上原価 　  4,911,883 70.1

売上総利益 　  2,095,696 29.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  1,305,083 18.6

　営業利益 　  790,613 11.3

Ⅳ　営業外収益 　    

１．受取利息 　 6,786   

２．受取地代 　 5,637   

３．その他 　 16,383 28,807 0.4

Ⅴ　営業外費用 　    

１．支払利息 　 4,139   

２．減価償却費 　 84   

３．租税公課 　 2,088   

４．投資事業組合損失 　 10,024   

５．その他 　 4,715 21,053 0.3

経常利益 　  798,367 11.4

Ⅵ　特別利益 　    

１．部品交換損失引当金戻
入額

　 4,004 4,004 0.1

Ⅶ　特別損失 　    

１．固定資産除却損 ※３ 477   

２．投資有価証券評価損 　 53,999 54,477 0.8

税金等調整前当期純利
益

　  747,895 10.7

法人税、住民税及び事業
税

　 63,814   

法人税等調整額 　 247,475 311,290 4.4

少数株主利益 　  10,087 0.2

当期純利益 　  426,516 6.1

     

EDINET提出書類

株式会社タカトリ(E01715)

有価証券報告書

42/87



③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日　残高

（千円）
963,230 1,352,321 3,012,927 △3,889 5,324,590

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（千円）   △134,395  △134,395

当期純利益（千円）   426,516  426,516

自己株式の取得（千円）    △34 △34

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

    －

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
－ － 292,121 △34 292,087

平成19年９月30日　残高

（千円）
963,230 1,352,321 3,305,049 △3,923 5,616,677

 

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年９月30日　残高

（千円）
15,457 6,957 22,414 4,071 5,351,075

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（千円）     △134,395

当期純利益（千円）     426,516

自己株式の取得（千円）     △34

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

△5,877 4,382 △1,494 10,574 9,079

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△5,877 4,382 △1,494 10,574 301,167

平成19年９月30日　残高

（千円）
9,580 11,339 20,919 14,645 5,652,243
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　  

税金等調整前当期純利益 　 747,895

減価償却費 　 97,296

貸倒引当金の増加額 　 11,042

賞与引当金の増加額 　 38,623

役員賞与引当金の増加額 　 11,000

部品交換損失引当金の減少額 　 △13,246

役員退職慰労引当金の増加額 　 4,298

受取利息及び受取配当金 　 △7,382

支払利息 　 4,139

固定資産除却損 　 477

投資有価証券評価損 　 53,999

売上債権の増加額 　 △201,176

たな卸資産の増加額  △198,906

仕入債務の増加額 　 291,071

その他 　 59,909

小計 　 899,042

利息及び配当金の受取額 　 7,086

利息の支払額 　 △3,791

法人税等の支払額 　 △6,306

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 896,030

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　  

有形固定資産の取得による支出 　 △49,799

無形固定資産の取得による支出 　 △8,644

投資有価証券の取得による支出 　 △56,012

投資事業組合からの分配金による
収入

　 1,442

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △113,012

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　  

短期借入れによる収入 　 46,907

長期借入金の返済による支出 　 △187,500

自己株式の取得による支出 　 △34

配当金の支払額 　 △133,582

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △274,208

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 578

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 　 509,387

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 1,925,604

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,434,992
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　１社

連結子会社の名称

　上海高鳥機電科技有限公司

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事

項

　上海高鳥機電科技有限公司の決算日は、12月31日でありま

す。連結財務諸表を作成するに当たっては６月30日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行って

おります。

　

４．会計処理基準に関する事項

 （1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

　

①　有価証券 その他有価証券

　時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定しております）

　 　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　たな卸資産 主として個別法による原価法

 （2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①　有形固定資産

　

　

　定率法を採用しております。

  但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物　　　　６年～50年

　 （会計方針の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

  これによる影響額は軽微であります。

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ております。

②　無形固定資産 　定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 （3）重要な引当金の計上基準  

①　貸倒引当金 　債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

②　賞与引当金 　従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のう

ち、当連結会計年度の負担分を計上しております。

③　役員賞与引当金 　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会

計年度末における支給見込額に基づき計上しております。 

④　役員退職慰労引当金 　役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく連結

会計年度末要支給額を計上しております。

 （4）重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めてお

ります。

 （5）重要なリース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 （6）その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

 

  

　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に

関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評

価法を採用しております。

６．連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 （連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「受取利息」は営業外収益の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度における「受取利息」の金額は

1,272千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

(1）担保に供している資産

建物      932,813千円

土地     496,957千円

計    1,429,770千円

(2）上記に対応する債務

１年以内に返済予定の長期借

入金
  165,000千円

奈良県ハイテク工場団地協同

組合の奈良県に対する借入金
  155,719千円

計 320,719千円

　２．保証債務

　奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの借入金155,719千円に対し、同

組合員と連帯して債務保証を行っております。

　３．当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と特

殊当座借越契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

特殊当座借越極度額 351,769千円

借入実行残高 　51,759千円

差引額 300,009千円

※４．期末日満期手形の会計処理

　期末日満期手形の会計処理については、満期日をもって決済処理しております。

従って、当連結会計年度末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が

行われたものとして処理しております。

　なお、当連結会計年度末残高から除かれている期末日満期手形は、次のとおりで

あります。

 受取手形　　　　　　　　　　　　　 14,903千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 販売促進費 170,389千円

 貸倒引当金繰入額 11,042千円

 給与及び賞与 286,840千円

 研究開発費 269,646千円

 賞与引当金繰入額 45,203千円

 役員賞与引当金繰入額 11,000千円

 役員退職慰労引当金繰入額 4,298千円

※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 269,646千円

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 機械装置及び運搬具 128千円

 その他 349千円

 合計 477千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 5,491,490 － － 5,491,490

合計 5,491,490 － － 5,491,490

自己株式     

普通株式 5,977 50 － 6,027

合計 5,977 50 － 6,027

 （注）普通株式の自己株式数の増加50株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月22日

定時株主総会
普通株式 93,253 17 平成18年９月30日 平成18年12月25日

平成19年５月10日

取締役会
普通株式 41,141 7.5 平成19年３月31日 平成19年６月11日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月21日

定時株主総会
普通株式 52,111 利益剰余金 9.5 平成19年９月30日 平成19年12月25日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,438,583千円

預入期間が３か月を超える定期預金等 △3,590千円

現金及び現金同等物 2,434,992千円
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（リース取引関係） 

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

 
取得価額相当額
（千円）

減価償却累計額
相当額
（千円）

期末残高相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

95,900 66,679 29,220

その他の
有形固定資産

40,517 28,870 11,646

合計 136,417 95,550 40,866

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内  19,284千円

１年超 22,309千円

合計  41,594千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 25,283千円

減価償却費相当額 23,881千円

支払利息相当額  987千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法については、利息法によっております。
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

(１）株式 27,806 39,972 12,166

(２）債券    

 国債 499,752 500,700 947

合計 527,558 540,672 13,113

２．時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 32,833

３．その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券     

国債 － 500,700 － －

合計 － 500,700 － －

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当

事項はありません。

（退職給付関係） 

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

 確定拠出年金制度のため、退職給付債務はありません。

なお、平成17年１月に退職一時金制度について確定拠出

年金制度へ移行した際の資産移管額は225,992千円であ

り、４年間で移管する予定であります。当連結会計年度

末時点の未移管額13,200千円は未払金（流動負債の「そ

の他」）に計上しております。

３．退職給付費用に関する事項

①　確定拠出年金掛金  53,394千円

②　退職給付費用 53,394千円
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（１）ストック・オプションの内容

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役  ５名

当社の監査役 １名

当社の従業員 63名

当社の取締役 ４名

当社の監査役 １名

当社の従業員 222名

ストック・オプション数(注) 普通株式　272,000株 普通株式　376,400株

付与日 平成16年２月５日 平成16年12月22日

権利確定条件

　新株予約権の割当てを受

けた者は、権利行使時にお

いて、当社の取締役、監査役

もしくは従業員たる地位に

あることを要する。

ただし、任期満了による退

任又は定年退職によりかか

る地位を喪失した場合は、

権利行使を認める。

同左

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。

権利行使期間
自　平成17年12月20日

 至　平成20年12月19日

自　平成18年12月23日

 至　平成21年12月22日

 （注）株式数に換算して記載しております。

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成19年９月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 － 374,600

付与 － －

失効 － 1,000

権利確定 － 373,600

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 178,000 －

権利確定 － 373,600

権利行使 － －

失効 5,000 7,800

未行使残 173,000 365,800

 （注）権利行使期間の開始日の前日を権利確定日とみなしております。

②単価情報

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 820 731

行使時平均株価　　　　　（円） － －

公正な評価単価（付与日）（円） － －
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

流動の部  

繰延税金資産  

賞与引当金 81,798千円

たな卸資産評価損否認 31,965千円

繰越試験研究費税額控除   19,799千円

その他 56,546千円

計 190,109千円

評価性引当額 △35,759千円

 繰延税金資産合計 154,349千円

固定の部  

繰延税金資産  

減損損失否認 47,891千円

役員退職慰労引当金 27,380千円

その他  31,576千円

計 106,848千円

評価性引当額 △106,760千円

 繰延税金資産合計 88千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 3,630千円

繰延税金負債合計 3,630千円

繰延税金負債の純額 3,542千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

法定実効税率 40％

(調整)  

住民税均等割 １％

交際費等一時差異ではない項目 １％

試験研究費税額控除 △１％

繰越試験研究費税額控除 △３％

評価性引当額の増加 ９％

在外連結子会社に係る税率差異 △２％

在外連結子会社免税額 △３％

その他 △０％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42％
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

 
電子機器事業

（千円）

繊維機器事業

（千円）
計

（千円）

消去又は全社

（千円）
連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,797,385 1,210,194 7,007,580 － 7,007,580

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 5,797,385 1,210,194 7,007,580 － 7,007,580

営業費用 5,123,156 1,093,809 6,216,966 － 6,216,966

営業利益 674,229 116,384 790,613 － 790,613

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
     

資産 4,707,742 974,709 5,682,452 3,282,667 8,965,119

減価償却費 69,750 27,462 97,212 84 97,296

資本的支出 27,598 8,882 36,481 － 36,481

　（注）１．事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電子機器事業 液晶製造機器　半導体製造機器　マルチワイヤーソー

繊維機器事業 自動裁断機、自動縫製機

３．資産のうち、消去又は全社の項目の金額はすべて全社資産の金額であり、その主なものは、余資運用資金（現

金及び有価証券）、繰延税金資産、賃貸資産であります。

４．減価償却費のうち、消去又は全社の項目の金額は賃貸資産に係るものであります。なお当該減価償却費は営

業外費用に計上しているため消去又は全社の項目の営業費用には含めておりません。

５．会計方針の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４．会計処理基準に関する事項（2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、当社は法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。これによるセグメントに与える影響は軽微であります。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

  本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

 
アジア・オセア

ニア
北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,057,814 251,353 162,562 178,590 3,650,321

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 7,007,580

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
43.6 3.6 2.3 2.5 52.1

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の主な内訳は次のとおりであります。

(１）アジア・オセアニア　　　 中国、台湾、韓国

(２）北米　　　　　　　　　　 アメリカ

(３）欧州　　　　　　　　　　 ドイツ、イギリス、ポーランド

(４）その他地域　　　　　　　 メキシコ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金

(千円)

事業の
内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高
(千円)

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

役員及び

その近親者

 北村吉郎 － － 当社常務

取締役

奈良県ハ

イテク工

場団地協

同組合代

表理事

 被所有

直接

0.79

－ －

債務保証①

155,719 － －

土地の賃貸

による収入

②

4,860 未収入金 405

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

①奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの借入金に対し、同組合員と連帯して債務保証を行っており

ます。これは、組合員全体の借入金額に対して、各組合員が連帯保証をする契約になっていることによるもの

です。また、当該借入金に対して、当社の土地及び建物を奈良県に担保提供しております。

②当社所有の土地を同組合員に賃貸していることによる収入であります。取引条件については、固定資産税評

価額及び占有面積等を勘案して決定しております。

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 1,027円73銭

１株当たり当期純利益 77円75銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり当期純利益  

当期純利益（千円） 426,516

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 426,516

期中平均株式数（株） 5,485,504

　  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

当期純利益調整額（千円） －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式増加数の主要な内

訳

 

 新株予約権（株） －

 普通株式増加数（株） －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

　新株予約権

　株主総会の特別決議日

 平成15年12月19日

 （新株予約権173個 173,000株）

 平成16年12月22日

 （新株予約権3,658個 365,800株)

　なお、新株予約権の概要は、「第

４提出会社の状況、１株式等の状

況、（2）新株予約権等の状況」

に記載のとおりであります。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

連結子会社の異動

　当社の連結子会社である上海高鳥機電科技有限公司は、

平成19年７月17日に上海和鷹機電科技有限公司に対して

第三者割当増資（払込金額950,000USドル）を実施いたし

ました。

　この結果、当社の出資比率は90.00％から47.25％に低下

し、翌連結会計年度より上海高鳥機電科技有限公司は連結

子会社から関連会社となりました。

（２）【その他】 

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   2,417,132   1,834,982  
２．受取手形 ※４  569,022   166,049  
３．売掛金   1,742,401   1,302,020  
４．有価証券   －   500,850  
５．製品   583,908   389,880  
６．原材料   106,889   106,835  
７．仕掛品   667,118   471,886  
８．貯蔵品   702   749  
９．前払費用   34,203   36,408  
10．繰延税金資産   153,982   39,345  
11．その他   15,608   13,374  

流動資産合計   6,290,969 72.4  4,862,383 63.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 2,749,419   2,696,976   

減価償却累計額  1,815,597 933,822  1,821,206 875,770  
(2）構築物  286,721   300,273   

減価償却累計額  238,229 48,492  243,799 56,473  
(3）機械及び装置  325,747   326,731   

減価償却累計額  285,686 40,061  292,816 33,915  
(4）車両及び運搬具  3,699   3,699   

減価償却累計額  3,514 184  3,551 147  
(5）工具器具及び備品  523,426   529,961   

減価償却累計額  469,441 53,985  474,042 55,918  
(6）土地 ※１  608,946   609,679  

有形固定資産合計   1,685,492 19.4  1,631,905 21.3

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   24,091   28,426  
(2）その他   3,452   3,452  

無形固定資産合計   27,544 0.3  31,878 0.4

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   573,506   58,017  
(2）関係会社株式   102,389   1,194,081  
(3）出資金   2,889   2,889  
(4）破産更生債権等   －   7,931  
(5）長期前払費用   19   8  
(6）その他   720   720  
貸倒引当金   －   △7,931  
関係会社投資損失
引当金

  －   △102,389  

投資その他の資産合計   679,524 7.9  1,153,327 15.0

固定資産合計   2,392,560 27.6  2,817,111 36.7

資産合計   8,683,530 100.0  7,679,494 100.0

        

 

EDINET提出書類

株式会社タカトリ(E01715)

有価証券報告書

57/87



  
前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金 　  1,901,371   1,177,589  

２．１年以内に返済予定の
長期借入金

※１  165,000   －  

３．未払金 　  164,353   107,680  

４．未払費用   81,940   70,980  
５．未払法人税等   68,878   129,734  
６．未払消費税等   2,704   11,571  
７．前受金   370,423   336,142  
８．預り金   17,578   7,586  
９．前受収益   －   15  
10．賞与引当金   204,496   108,620  
11. 役員賞与引当金   11,000   －  

流動負債合計   2,987,746 34.4  1,949,921 25.4
Ⅱ　固定負債        

１．繰延税金負債   3,542   2,208  
２．役員退職慰労引当金   68,450   71,484  
３．その他   13,500   13,800  

固定負債合計   85,492 1.0  87,493 1.1

負債合計   3,073,239 35.4  2,037,415 26.5

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  963,230 11.1  963,230 12.6

２．資本剰余金 　       

資本準備金 　 1,352,321   1,352,321   

資本剰余金合計 　  1,352,321 15.6  1,352,321 17.6

３．利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 95,460   95,460   

(2）その他利益剰余金 　       

別途積立金 　 2,776,000   2,976,000   

繰越利益剰余金 　 417,622   269,156   

利益剰余金合計 　  3,289,082 37.9  3,340,616 43.5

４．自己株式 　  △3,923 △0.1  △17,055 △0.2

株主資本合計 　  5,600,711 64.5  5,639,113 73.5

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

その他有価証券評価差額金 　  9,580 0.1  2,965 0.0

評価・換算差額等合計 　  9,580 0.1  2,965 0.0

純資産合計 　  5,610,291 64.6  5,642,079 73.5

負債純資産合計 　  8,683,530 100.0  7,679,494 100.0
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②【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,356,477 100.0  6,158,726 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．期首製品棚卸高  519,044   583,908   

２．当期製品製造原価  4,640,836   4,178,830   

合計  5,159,880   4,762,739   

３．期末製品棚卸高  583,908 4,575,971 72.0 389,880 4,372,858 71.0

売上総利益   1,780,506 28.0  1,785,867 29.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．販売促進費  104,545   118,966   

２．旅費交通費  57,849   60,532   

３．役員報酬  82,320   86,760   

４．給与及び賞与  245,614   277,800   

５．賞与引当金繰入額  45,203   26,038   

６．役員賞与引当金繰入額  11,000   －   

７．役員退職慰労引当金
繰入額

 4,298   3,034   

８．福利厚生費  48,699   51,476   

９．減価償却費  37,442   43,270   

10．賃借料  15,326   12,645   

11．研究開発費 ※２ 267,964   380,452   

12．その他  176,051 1,096,315 17.2 206,208 1,267,186 20.6

営業利益   684,190 10.8  518,681 8.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  2,038   2,243   

２．有価証券利息  4,643   4,666   

３．受取配当金  596   892   

４．仕入割引  304   232   

５．受取地代  5,637   8,005   

６．受取ロイヤリティー  7,207   4,673   

７．その他  12,243 32,671 0.5 12,440 33,153 0.5
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前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  3,129   332   

２．減価償却費  84   996   

３．租税公課  2,088   2,093   

４．投資事業組合損失  10,024   7,381   

５．貸倒引当金繰入額  －   7,931   

６．その他  4,472 19,799 0.3 1,201 19,937 0.3

経常利益   697,061 11.0  531,897 8.6

Ⅵ　特別利益        

部品交換損失引当金戻
入額

 4,004 4,004 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※1 253   7,312   

２．投資有価証券評価損 　 53,999   －   

３．関係会社投資損失引当
金繰入額

　 － 54,253 0.9 102,389 109,701 1.8

税引前当期純利益   646,813 10.2  422,196 6.8

法人税、住民税及び
事業税

 63,814   157,199   

法人税等調整額  247,843 311,658 4.9 114,724 271,924 4.4

当期純利益   335,155 5.3  150,271 2.4
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  3,029,966 60.8 2,543,920 58.8

Ⅱ　労務費  1,192,421 24.0 1,124,355 26.0

Ⅲ　経費 ※２ 758,338 15.2 658,302 15.2

当期総製造費用  4,980,726 100.0 4,326,577 100.0

期首仕掛品棚卸高  564,607  667,118  

合計  5,545,333  4,993,696  

他勘定振替高 ※３ 237,378  342,978  

期末仕掛品棚卸高  667,118  471,886  

当期製品製造原価  4,640,836  4,178,830  

      

前事業年度 
（自　平成18年10月１日 
至　平成19年９月30日） 

当事業年度 
（自　平成19年10月１日 
至　平成20年９月30日） 

　１．原価計算の方法

　実際個別原価計算を採用しております。

　１．原価計算の方法

同左

※２．経費の主な内訳 ※２．経費の主な内訳

外注加工費 340,441千円

減価償却費 54,278千円

運賃 70,574千円

外注加工費 299,311千円

減価償却費 62,278千円

運賃 67,797千円

※３．他勘定振替高の内訳 ※３．他勘定振替高の内訳

研究開発費 228,137千円

その他 9,241千円

研究開発費 342,978千円
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年９月30日　残高

（千円）
963,230 1,352,321 95,460 2,376,000 616,862 3,088,322 △3,889 5,399,985

事業年度中の変動額         

別途積立金の積立（千円）    400,000 △400,000 －  －

剰余金の配当（千円）     △134,395 △134,395  △134,395

当期純利益（千円）     335,155 335,155  335,155

自己株式の取得（千円）       △34 △34

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

（千円）

       －

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － 400,000 △199,239 200,760 △34 200,726

平成19年９月30日　残高

（千円）
963,230 1,352,321 95,460 2,776,000 417,622 3,289,082 △3,923 5,600,711

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年９月30日　残高

（千円）
15,457 5,415,442

事業年度中の変動額   

別途積立金の積立（千円）  －

剰余金の配当（千円）  △134,395

当期純利益（千円）  335,155

自己株式の取得（千円）  △34

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

（千円）

△5,877 △5,877

事業年度中の変動額合計

（千円）
△5,877 194,849

平成19年９月30日　残高

（千円）
9,580 5,610,291

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年９月30日　残高

（千円）
963,230 1,352,321 95,460 2,776,000 417,622 3,289,082 △3,923 5,600,711

事業年度中の変動額         

別途積立金の積立（千円）    200,000 △200,000 －  －

剰余金の配当（千円）     △98,737 △98,737  △98,737

当期純利益（千円）     150,271 150,271  150,271

自己株式の取得（千円）       △13,131 △13,131
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

（千円）

       －

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － 200,000 △148,466 51,533 △13,131 38,401

平成20年９月30日　残高

（千円）
963,230 1,352,321 95,460 2,976,000 269,156 3,340,616 △17,055 5,639,113

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年９月30日　残高

（千円）
9,580 5,610,291

事業年度中の変動額   

別途積立金の積立（千円）  －

剰余金の配当（千円）  △98,737

当期純利益（千円）  150,271

自己株式の取得（千円）  △13,131

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

（千円）

△6,614 △6,614

事業年度中の変動額合計

（千円）
△6,614 31,787

平成20年９月30日　残高

（千円）
2,965 5,642,079
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④【キャッシュ・フロー計算書】

前事業年度については、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、「第５経理の状況　１連結財務諸

表等（1）連結財務諸表④連結キャッシュ・フロー計算書」において記載しております。

  
当事業年度

（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　  

税引前当期純利益 　 422,196

減価償却費 　 106,545

貸倒引当金の増加額 　 7,931

関係会社投資損失引当金の増加額 　 102,389

賞与引当金の減少額 　 △95,876

役員賞与引当金の減少額 　 △11,000

役員退職慰労引当金の増加額 　 3,034

受取利息及び受取配当金 　 △7,801

支払利息 　 332

固定資産除却損 　 3,884

売上債権の減少額 　 843,354

たな卸資産の減少額  389,267

仕入債務の減少額 　 △723,781

その他 　 △111,467

小計 　 929,007

利息及び配当金の受取額 　 7,668

法人税等の支払額 　 △92,802

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 843,873

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　  

有形固定資産の取得による支出 　 △36,321

無形固定資産の取得による支出 　 △18,710

投資有価証券の取得による支出 　 △2,451

投資事業組合からの分配金による
収入

　 2,015

関係会社株式取得による支出 　 △1,091,692

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △1,147,160

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　  

長期借入金の返済による支出 　 △165,000

自己株式の取得による支出 　 △13,131

配当金の支払額 　 △98,757

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △276,889

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 　 △580,175

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 2,415,158

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,834,982
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

（1）関連会社株式

　移動平均法による原価法

（1）関連会社株式

同左

　 （2）その他有価証券

　時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております。）

（2）その他有価証券

　時価のあるもの

同左

 　時価のないもの

移動平均法による原価法

 　　 時価のないもの

同左

２．棚卸資産の評価基準及び

評価方法

(1）製品・仕掛品

　個別法による原価法

(1）製品・仕掛品

同左

 (2）原材料

　移動平均法による原価法

(2）原材料

同左

 (3）貯蔵品

　最終仕入原価法

(3）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　6年～50年

機械及び装置　7年～17年

 （会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　これによる影響額は軽微であります。

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　6年～50年

機械及び装置　12年～15年

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　これによる影響額は軽微であります。

　 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権等の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

　なお、当事業年度においては、過去の貸

倒実績及び回収不可能と見込まれる債

権残高がないため計上しておりません。

(1）貸倒引当金

　債権等の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

 (2）　　　　──────

 

 

 

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、将

来の支給見込額のうち、当期の負担分を

計上しております。

(2）関係会社投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失に備え

るため、その財政状態等を勘案して必要

額を計上しております。

(3）賞与引当金

同左

 (4）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、当事業年度末における支給見

込額に基づき計上しております。

(4）役員賞与引当金

──────

 (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

   

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

────── 　キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３か

月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 　

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

建物    932,813千円

土地    496,957千円

計 1,429,770千円

建物  874,837千円

土地 496,957千円

計 1,371,794千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

１年以内に返済予定の長期借

入金
165,000千円

奈良県ハイテク工場団地協同

組合の奈良県に対する借入金
 155,719千円

計  320,719千円

奈良県ハイテク工場団地協同

組合の奈良県に対する借入金
137,240千円

　 　

　なお、上記担保提供資産のうち、建物703,798千円、土

地236,795千円については、銀行借入金の担保に供して

おりますが、平成20年９月30日現在、担保提供先から

の借入金残高はありません。

　２．保証債務

　奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの借

入金155,719千円に対し、同組合員と連帯して債務保証

を行っております。

　２．保証債務

　奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの借

入金137,240千円に対し、同組合員と連帯して債務保証

を行っております。

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行１行と特殊当座借越契約を締結しております。当該

契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行１行と特殊当座借越契約を締結しております。当該

契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

特殊当座借越極度額   300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額   300,000千円

特殊当座借越極度額 300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 300,000千円

※４．期末日満期手形の会計処理

　期末日満期手形の会計処理については、満期日をもっ

て決済処理しております。従って、当事業年度末日は金

融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。

　なお、当事業年度末残高から除かれている期末日満期

手形は、次のとおりであります。

 受取手形　　　　　　　　　　　　　14,903千円

※４．　　　　　　　──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 128千円

工具器具及び備品 125千円

計  253千円

※１．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2,993千円

工具器具及び備品 890千円

撤去費用 3,428千円

計 7,312千円

※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費  267,964千円

※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費  380,452千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式     

普通株式 5,977 50 － 6,027

合計 5,977 50 － 6,027

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加50株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 5,491,490 － － 5,491,490

合計 5,491,490 － － 5,491,490

自己株式     

普通株式（注） 6,027 24,547 － 30,574

合計 6,027 24,547 － 30,574

 （注）普通株式の自己株式数の増加24,547株は、取締役会決議による取得24,500株及び単元未満株式の買取りによる取得

47株であります。
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２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月21日

定時株主総会
普通株式 52,111 9.5 平成19年９月30日 平成19年12月25日

平成20年５月14日

取締役会
普通株式 46,626 8.5 平成20年３月31日 平成20年６月９日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年12月19日

定時株主総会
普通株式 46,417 利益剰余金 8.5 平成20年９月30日 平成20年12月22日

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,834,982千円

現金及び現金同等物 1,834,982千円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 89,000 63,888 25,111

車両及び運搬
具

6,900 2,791 4,108

工具器具及び
備品

40,517 28,870 11,646

合計 136,417 95,550 40,866

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 39,000 24,459 14,540

車両及び運搬
具

6,900 4,171 2,728

工具器具及び
備品

24,481 14,792 9,688

合計 70,381 43,423 26,957

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 19,284千円

１年超   22,309千円

合計  41,594千円

１年内 11,511千円

１年超 16,007千円

合計 27,518千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 25,283千円

減価償却費相当額 23,881千円

支払利息相当額 987千円

支払リース料 20,909千円

減価償却費相当額 19,985千円

支払利息相当額 757千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年９月30日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成20年９月30日）

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式　 842,400 530,818 △311,581

合計 842,400 530,818 △311,581

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

(１）株式 16,360 24,521 8,160

(２）債券    

 国債 499,893 500,850 956

小計 516,254 525,371 9,117

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

(１）株式 13,896 10,600 △3,296

小計 13,896 10,600 △3,296

合計 530,151 535,971 5,820

３．時価評価されていない主な有価証券

　 貸借対照表計上額（千円）

（1）子会社及び関連会社株式 　

関連会社株式 351,681

（2）その他有価証券 　

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 22,895

４．その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券     

国債 500,850 － － －

合計 500,850 － － －

EDINET提出書類

株式会社タカトリ(E01715)

有価証券報告書

71/87



（デリバティブ取引関係） 

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当

事項はありません。

（退職給付関係） 

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

 確定拠出年金制度のため、退職給付債務はありません。

なお、平成17年１月に退職一時金制度について確定拠出

年金制度へ移行した際の資産移管額は225,992千円であ

り、４年間で移管する予定でありましたが、平成20年２

月に13,114千円移管し、移管完了いたしました。

３．退職給付費用に関する事項

①　確定拠出年金掛金 54,568千円

②　退職給付費用 54,568千円
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（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（１）ストック・オプションの内容

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役  ５名

当社の監査役 １名

当社の従業員 63名

当社の取締役 ４名

当社の監査役 １名

当社の従業員 222名

ストック・オプション数(注) 普通株式　272,000株 普通株式　376,400株

付与日 平成16年２月５日 平成16年12月22日

権利確定条件

　新株予約権の割当てを受

けた者は、権利行使時にお

いて、当社の取締役、監査役

もしくは従業員たる地位に

あることを要する。

ただし、任期満了による退

任又は定年退職によりかか

る地位を喪失した場合は、

権利行使を認める。

同左

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。

権利行使期間
自　平成17年12月20日

 至　平成20年12月19日

自　平成18年12月23日

 至　平成21年12月22日

 （注）株式数に換算して記載しております。

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（平成20年９月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前事業年度末 － －

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　（株）   

前事業年度末 173,000 365,800

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － 1,000

未行使残 173,000 364,800

 （注）権利行使期間の開始日の前日を権利確定日とみなしております。

②単価情報

 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 820 731

行使時平均株価　　　　　（円） － －

公正な評価単価（付与日）（円） － －
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

流動の部  

繰延税金資産  

賞与引当金 81,798千円

たな卸資産評価損否認 31,651千円

繰越試験研究費税額控除額   19,799千円

その他 40,532千円

計 173,782千円

評価性引当額 △19,799千円

繰延税金資産合計 153,982千円

固定の部  

繰延税金資産  

減損損失否認 47,891千円

役員退職慰労引当金 27,380千円

その他  31,576千円

計 106,848千円

評価性引当額 △106,760千円

繰延税金資産合計 88千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 3,630千円

繰延税金負債合計 3,630千円

繰延税金負債の純額 3,542千円

流動の部  

繰延税金資産  

賞与引当金 43,448千円

たな卸資産評価損否認 43,211千円

繰越試験研究費税額控除額 17,914千円

その他 19,078千円

計 123,652千円

評価性引当額 △84,307千円

繰延税金資産合計 39,345千円

固定の部  

繰延税金資産  

減損損失否認 47,874千円

関係会社投資損失引当金　 40,955千円

役員退職慰労引当金 28,593千円

その他 44,229千円

計 161,653千円

評価性引当額 △161,653千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 2,208千円

繰延税金負債合計 2,208千円

繰延税金負債の純額 2,208千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

法定実効税率 40％

(調整)  

住民税均等割 1％

交際費等一時差異ではない項目 1％

試験研究費税額控除 △2％

繰越試験研究費税額控除 △3％

評価性引当額の増加 11％

その他 0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

法定実効税率 40％

(調整)  

住民税均等割 1％

交際費等一時差異ではない項目 1％

試験研究費税額控除 △6％

評価性引当額の増加 28％

その他 0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64％
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（持分法損益等）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

関連会社に対する投資の金額 1,091,692千円

持分法を適用した場合の投資の金額 1,001,983千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額 69,016千円

（注）当社は、平成20年７月において、関連会社である上海高鳥機電科技有限公司（持分比率47.25％）（以下「上海高

鳥」という。）の中国における合弁相手企業の上海和鷹機電科技有限公司（以下「上海和鷹」という。）に対し「合

弁契約」を解除し、合弁会社の清算を実施するように採決することを求める仲裁申立を中国国際貿易仲裁委員会上海

分会（以下「仲裁委員会」という。）へ提出し、正式に受理されました。この結果、上海高鳥を実質的に支配している

上海和鷹とは利害が対立することになったため、上海高鳥の直近の決算書を入手することができなくなっておりま

す。このため当期の持分法関連注記には上海高鳥の持分相当額については含めておりません。

　なお、上海高鳥に対する投資（関係会社株式）については回収の可能性は低いと判断し、100％の関係会社投資損失

引当金を計上しております。

【関連当事者との取引】

当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金

(千円)

事業の
内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高
(千円)

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

役員及び

その近親者

 北村吉郎 － － 当社常務

取締役

奈良県ハ

イテク工

場団地協

同組合代

表理事

 被所有

直接

0.79

－ －

債務保証①

137,240 － －

土地の賃貸

による収入

②

4,860 未収入金 405

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

①奈良県ハイテク工場団地協同組合の奈良県からの借入金に対し、同組合員と連帯して債務保証を行っており

ます。これは、組合員全体の借入金額に対して、各組合員が連帯保証をする契約になっていることによるもの

です。また、当該借入金に対して、当社の土地及び建物を奈良県に担保提供しております。

②当社所有の土地を同組合員に賃貸していることによる収入であります。取引条件については、固定資産税評

価額及び占有面積等を勘案して決定しております。

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 1,022円76銭

１株当たり当期純利益 61円10銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり純資産額 1,033円17銭

１株当たり当期純利益 27円44銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 335,155 150,271

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 335,155 150,271

期中平均株式数（株） 5,485,504 5,476,660

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の主要

な内訳

　新株予約権（株）
－ －

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

　新株予約権

　株主総会の特別決議日

　平成15年12月19日

（新株予約権173個 173,000株）

　平成16年12月22日

（新株予約権3,658個 365,800株)

　なお、新株予約権の概要は、「第

４提出会社の状況、１株式等の状

況、（2）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。

　新株予約権

　株主総会の特別決議日

　平成15年12月19日

（新株予約権173個 173,000株）

　平成16年12月22日

（新株予約権3,648個 364,800株)

　なお、新株予約権の概要は、「第

４提出会社の状況、１株式等の状

況、（2）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　該当事項はありません。 同左
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

 【株式】

　 　  銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証券
その他有

価証券 

 ㈱日伝 7,598 19,601

 コクヨ㈱ 10,000 8,200

 グンゼ㈱ 12,000 4,920

 ㈱ＧＳＩクレオス 20,000 2,400

その他（１銘柄） 300 0

 　  計 49,898 35,121

 【債券】

　 　 銘柄 券面総額（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

有価証券
その他有

価証券
 38回利付国庫債券（５年） 500,000 500,850

　 　 計 500,000 500,850

 【その他】

　 　  種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証券
その他有

価証券 

（投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資）
  

ＴＨＣミレニアム投資事業有限責任組合 1 22,895

 　  計 1 22,895
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 2,749,419 3,624 56,068 2,696,976 1,821,206 58,682 875,770

構築物 286,721 13,551 － 300,273 243,799 5,570 56,473

機械及び装置 325,747 984 － 326,731 292,816 7,130 33,915

車両及び運搬具 3,699 － － 3,699 3,551 36 147

工具器具及び備品 523,426 27,256 20,722 529,961 474,042 24,432 55,918

土地 608,946 732 － 609,679 － － 609,679

有形固定資産計 4,497,961 46,150 76,790 4,467,321 2,835,416 95,852 1,631,905

無形固定資産        

ソフトウェア 42,465 15,027 175 57,317 28,891 10,693 28,426

その他 3,452 － － 3,452 － － 3,452

無形固定資産計 45,917 15,027 175 60,769 28,891 10,693 31,878

長期前払費用 19 － 10 8 － － 8

繰延資産        

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 165,000 － 　－ －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他の有利子負債 － － － －　

計 165,000 － － －

　（注）「平均利率」については、期末借入金残高がないため記載しておりません。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 － 7,931 － － 7,931

関係会社投資損失引当金 － 102,389 － － 102,389

賞与引当金 204,496 108,620 204,496 － 108,620

役員賞与引当金 11,000 － 11,000 － －

役員退職慰労引当金 68,450 3,034 － － 71,484
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 3,442

預金  

当座預金 168,019

普通預金 961,566

定期預金 700,000

外貨預金 0

別段預金 1,954

小計 1,831,540

合計 1,834,982

ロ．受取手形

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱南陽 48,391

攝南㈱ 34,707

日昌㈱ 27,366

松下電器産業㈱（注） 20,685

大谷㈱ 18,743

その他 16,155

合計 166,049

　（注）松下電器産業㈱は平成20年10月１日よりパナソニック㈱に社名変更いたしました。

期日別内訳

期日別 金額（千円）

平成20年10月 37,859

11月 47,555

12月 59,481

平成21年１月 20,029

２月 1,123

合計 166,049

ハ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

岩谷産業㈱ 149,557

GTI TECHNOLOGIES, INC.／米国 112,181

トクセン工業㈱ 61,364
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相手先 金額（千円）

NECセミコンダクターズ関西㈱ 59,617

京セラ㈱ 56,936

その他 862,363

合計 1,302,020

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

×100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

1,742,401 6,345,845 6,786,226 1,302,020 83.90 87.79

　（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ニ．製品

品目 金額（千円）

電子機器 334,461

繊維機器 55,419

合計 389,880

ホ．原材料

品目 金額（千円）

電子機器 88,708

繊維機器 18,126

合計 106,835

ヘ．仕掛品

品目 金額（千円）

電子機器 441,708

繊維機器 30,178

合計 471,886

ト．貯蔵品

品目 金額（千円）

事務用貯蔵品 749

合計 749

チ．関係会社株式

銘柄 金額（千円）

ウインテスト㈱ 842,400
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銘柄 金額（千円）

㈱エムテーシー 249,291

上海高鳥機電科技有限公司 102,389

合計 1,194,081

②　流動負債

イ．買掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

三菱ＵＦＪファクター㈱ 934,059

㈱アライドマテリアル 26,447

㈱安川メカトレック 13,736

㈱ミスミ 12,811

ＴＨＫ㈱ 8,266

その他 182,269

合計 1,177,589

（３）【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社タカトリ(E01715)

有価証券報告書

81/87



第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度　 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 12月中

基準日 ９月30日

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券

剰余金の配当の基準日　
３月31日

９月30日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え  

取扱場所 大阪市北区堂島浜一丁目１番５号

　 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国本支店

　 野村證券株式会社　全国本支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

株券喪失登録 　

株券喪失登録申請料 １件につき 　10,000円

株券登録料 １枚につき    　500円

単元未満株式の買取り  

取扱場所 大阪市北区堂島浜一丁目１番５号

　 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国本支店

　 野村證券株式会社　全国本支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他の

やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

（公告掲載ＵＲＬ　http://www.takatori-g.co.jp)

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定によ

る請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに

単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】 

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第51期）（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月25日近畿財務局長に提出。

(2）半期報告書

　事業年度（第52期中）（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月20日近畿財務局長に提出。

(3）自己株券買付状況報告書

　報告期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年５月30日）平成20年11月５日近畿財務局長に提出。

(4）自己株券買付状況報告書の訂正報告書

　報告期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年５月31日）平成20年11月11日近畿財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

  平成19年12月25日  

株式会社タカトリ    

 取 締 役 会 　御 中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 芝池　　　勉　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岡本　健一郎　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社タカトリの平成18年10月１日から平成19年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

タカトリ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、連結子会社である上海高鳥機電科技有限公司は平成19年７月17日付で第三者割

当増資を行い、翌連結会計年度から関連会社となっている。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

形で別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成19年12月25日  

株式会社タカトリ    

 取 締 役 会 　御 中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 芝池　　　勉　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岡本　健一郎　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社タカトリの平成18年10月１日から平成19年９月30日までの第51期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タカ

トリの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年12月22日  

株式会社タカトリ    

 取 締 役 会 　御 中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 芝池　　　勉　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岡本　健一郎　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社タカトリの平成19年10月１日から平成20年９月30日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タカ

トリの平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

別途保管しております。
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